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社員各位、

当社の事業において、当社に対する顧客の信頼ほど重要なものはありません。私たちは、日々、お互いに、また各顧客、ビジネス・
パートナー、競合他社と誠実にかつ公正に対処することで信頼を勝ち得ます。この信頼を損なわないようにするには、Thomson 
Reutersの卓越性への献身、およびあらゆる事業おいても法律と倫理規範の順守が欠かせません。

当社の評判は何十年も経て築き上げられたものです。たったひとつの軽率な行為により、一日で水泡に帰してしまうこともあり得
ます。以前読んだことがあったとしても、当社の行動・倫理規範をよく読み直す必要があるのはそのためです。行動規範は、私た
ち全員が求められている行動を理解するために存在し、また複雑な問題について誰に相談したらいいのか教えてくれます。これ
は私にとって非常に重要であり –また長年にわたって築いた高潔性という評判を勝ち得た企業の一員であることは、皆さんにと
っても同様に重要だと確信します。

要は高潔性なのです。ひとつひとつの行動が法律に則っているか、あるいはこの規範で許されているかだけでなく、正しいかどう
かも判断してください。同僚が当社のガイドラインに違反している、または悪用していることに気づいた場合には、上司や所属事
業部を担当する人事部門または顧問弁護士に報告してください。上記ができなければ、年中無休24時間・180ヶ国語対応のホッ
トラインを利用してください。不正な行動を報告するためにこうした方法を利用することはすべての従業員の権利であり、責任で
す。

私たちが苦労して築き、私たち全員が誇りに思っている当社の評判を犠牲にするに値する、事業案件や戦略的目的は存在しま
せん。 
 
よろしくお願いいたします。	
Tom

	
	
	

	
Tom Glocer	
Chief Executive Officer 	
Thomson Reuters 

2011年9月

私たちの責務
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本規範 の適用対象者 – Thomson Reuters Corporation、お
よびその子会社の全管理職、役員、一般社員全員に適用さ
れます。便宜上、本規範では以上の事業単位をすべてまとめ
て「Thomson Reuters」と呼称します。子会社とは、Thomson 
Reuters が、直接的もしくは間接的に、50% を超える投票権を
所有しているもの、もしくはその事業単位を支配する権利を有
しているものを意味します。

Thomson Reuters が投資はしているものの支配権はない事業
単位については、できる限り本規範に規程される原則および価
値と一貫性のあるポリシーやガイドラインの導入が勧められま
す。

Thomson Reuters に雇われる外部コンサルタントや契約業
者、派遣社員およびエージェントは、Thomson Reuters のため
に役務を遂行する際には、本規範に規程されるポリシー、原則
および価値を順守することが必要です。

ポリシーおよびガイドライン補則 – 本規範と共に、各自に関係
するあらゆる Thomson Reuters ポリシーおよびガイドライン
の補則を読み、順守する責任は、各人にあります。本規範を補
足する幾つかの Thomson Reuters ポリシーおよびガイドライ
ンは、社内のイントラネットで利用できるようになっています。
イントラネットにアクセスできない場合は、所属事業部を担当
する人事部門または Thomson Reuters 弁護士から、このポリ
シーの写しを入手してください。 自分の職務に係わるポリシ
ーやガイドラインに関して質問がある場合は、上司や所属事業
部を担当する Thomson Reuters 弁護士に尋ねてください。

グローバルな適用 – 本規範は当社が事業を行う全ての国で適
用されます。本規範と自分の業務に係わる補足的ポリシー、ガ
イドラインまたは法規との間に、実際もしくは明白に矛盾が認
められるような場合は、最も厳しい基準に従うようにしてくだ
さい。こうした食い違いに気づき、どのように対処してよいか判
断しかねる場合は規範の趣旨・精神に照らし合わせて、上司や
所属事業部を担当する Thomson Reuters 弁護士の指示を仰ぐ
ようにしてください。

助言、指示、報告 – 本規範に関して懸念や質問または理解で
きない条項がある場合は、まず上司に尋ねるようにしてくださ
い。ただし、懸念や質問内容によっては、あなた自身または上
司が、人事あるいは所属事業部を担当する Thomson Reuters 
弁護士に問い合わせることもできます。社内イントラネットに
より、人事部門担当者や Thomson Reuters 弁護士の連絡先
情報にアクセス可能です。また上司、人事担当者、Thomson 
Reuters 弁護士に話しにくい、または匿名での報告や機密維
持が必要な場合は、Thomson Reuters ホットライン （詳細は「
懸念事項や違反に関する質問や報告の仕方」の項を参照） に
連絡することもできます。本規範の違反はどの報告方法を選
ぶかに関係なく、直ちに報告する必要があります。Thomson 
Reuters では、倫理に反する、もしくは法律、本規範、当社の他
のポリシーに違反すると思われるような行為に対し善意から
苦情を申し立てることに対して、報復することを禁ずるポリシ
ーがあります。

規範の適用
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個々のケースでの検討 – 法的問題や倫理的問題が関与する意
思決定や状況は、しばしば複雑です。どのような行動を取るべ
きかが明確でない事態や状況に直面した場合は、以下を自問
してみてください:

•	決定を下すのに必要なすべての事実や情報を把握している
か？ 

•	その他の選択肢または代替手段を考慮、特定したか？ 

•	その行動は合法的か？ 

•	その行動は倫理的か？ 

•	本規範や、職務に係わるその他のポリシーやガイドラインに
準拠する行動か？ 

•	自分の決定が、顧客、株主、社員、地域社会を含む他者にど
のように影響するか？ 

•	自分の決定が他人にどう映るか？ 

•	自分の決定が公になったら、自分はどう感じるか? 自分の決
定が正直に説明、弁明できるものか？ 

•	自分の行為が地元の新聞の第一面、もしくはオンラインニュー
スに掲載されたとしたら、いい気分でいられるか？ 

•	上司、人事担当者、または所属事業部を担当する Thomson 
Reuters 弁護士に相談、連絡すべきか？ 

規範に反していると疑われる行動に対しての‘質問もしくは匿
名/守秘で報告する方法等’については、本規範 の「懸念事項や
違反に関する質問と報告の仕方」の項目をご参照ください。

信頼の原則 – 規範を順守するにあたり、我が社の行動を導く 
Thomson Reutersの信頼の原則を心に留めておく必要があり
ます。これら原則は Thomson Reuters全体に適用されるもの
であり、それは以下の通りです。

•	Thomson Reuters は、いついかなるときも、特定の利益、グル
ープまたは派閥に支配されない。

•	Thomson Reuters の高潔さ・独立性・偏見からの自由原則
は、常に完全に維持されるものとする。

•	Thomson Reuters は、偏りのない信頼性の高いニュースを、
新聞社、通信社、放送局、その他のメディア顧客、および企
業、政府、機関、個人、また Thomson Reuters が取引関係の
ある、もしくは関係を持つ可能性のある人々に対して提供する
ものである。 

•	Thomson Reuters は、メディアにおいいてのみならず、サービ
スを提供する多くの利益に対しても、しかるべき考慮を払うも
のである。 

•	世界のニュース・情報ビジネスにおける主導的立場を維持す
るよう、Thomson Reuters のニュースその他のサービス、プロ
ダクトを拡大し、発展させ、改良するための努力を惜しまない
ものとする。 

承認書 – 本規範を読んだ後、本規範にアクセスし、それを読
み、本規範への準拠義務を理解したことを示す承認を行ってく
ださい。本規範を承知した、しないに関わらず、その条項に従
うことが求められていることに留意してください。 

可能であれば、電子的に承認を行ってください。 電子的に承
認を行う方法については、イントラネットに説明があります。 コ
ンピューターにアクセスできない場合は、規範末尾の承認用
紙の写しに署名の上、所属事業部の人事部門に提出してくださ
い。

  規範の適用
（続き）
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Q:	オフィスにはプリンター
用紙やペン、ノートなど
の備品が豊富にありま
す。 一部を自宅に持ち
帰ることができますか？ 
私が必要なものは大し
たものではなく、なくな
っても誰も困らないと思
う！

A:	 自宅で仕事をするため
と、上司から承認を得た

場合でない限り、こうい
った行為は許されませ
ん。 事務用の備品など 
Thomson Reuters の資
産を自宅に持ち帰ること
は Thomson Reuters に
とって多大な費用負担と
なる場合があります。

Thomson Reuters の資産は非常に高い価値があり、業務上の
使用が意図されています。このような資産を紛失、盗難、不正
使用、損害、濫用から守ることは私たち一人一人の責任です。

Thomson Reuters の資産の例 – Thomson Reuters の資産に
は以下のようなものがありますが、これらに限定されるもので
はありません：

•	コンピューターシステム、機器、テクノロジー (ラップトップ、タ
ブレットおよびモバイル機器を含む); 

•	電話、コピー機、スキャナー、ファックス機; 

•	書籍; 

•	事業計画; 

•	ソフトウェアコード、ライセンス、アイデア、コンセプト、コンテ
ンツ、発明などの知的財産; 

•	顧客、サプライヤー、代理店リストおよび顧客サーチや取引情
報を含むデータ; 

•	  建物その他の物的資産;

•	事務用備品; そして

Thomson Reuters の社名、各種ブランド名、ロゴ。 

Thomson Reuters の資産には、社員自身、サードパーティーの
事業パートナーまたはコンサルタントが当社の業務に関連して
作成または編纂した(紙文書と電子形式の両方)メモ、覚書、リス
ト、記録、その他文書も含まれます。

資産の適切な使用 – 会社の資産は、承認された正当な事業
目的にのみ正しく使用されなければなりません。システムや情
報にアクセスするには、そうすることを許可され、使用可能に
なっている必要があり、また、アクセスレベルは、許可されて
いる範囲と矛盾しないものでなければなりません。Thomson 
Reuters の資産は決して違法な活動のために使用してはなりま
せん。Thomson Reuters は、使用が過度でなく、責務を全うす
る上で障害とならず、なおかつ本規範に違反しなければ、個人
が限定的で臨時的に Thomson Reuters の電子メール、メッセ
ージ伝達、インターネット、電話を使用することを許可し、認め
ます。

会社資産の不正使用は、Thomson Reuters に対する義務の違
反であり、Thomson Reuters に対する詐欺行為とみなされる
ことがあります。Thomson Reuters の資産の無断持ち出しは、
窃盗とみなされます。さらに、会社資産の使用時の不注意や無
駄使いも、Thomson Reuters に対する義務違反とみなされま
す。会社資産の遺失、盗難、不正使用、損害、濫用に気づいた
場合、または、これらの正しい使い方について質問がある場合
は、直属上司か所属事業部を担当する人事部、グローバルセキ
ュリティまたは Thomson Reuters の弁護士にお問い合わせく
ださい。詳細についてはイントラネットの「グローバルセキュリ
ティおよびセキュリティに関する問題」をご覧ください。

資産の返却 – Thomson Reuters を退職する際、あるいは 
Thomson Reuters から要請された場合は、すべての会社資産
を返却しなくてはなりません。

資産・資源の保護
Thomson Reuters の資産は業務に使われるものであり、保護されなければな
りません。
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会社では社員が業務を遂行する上での補助として、電子メール、メ
ッセージング、インターネットおよびイントラネット・アクセス、電話、
その他の通信手段を提供しています。 こうしたツールは広範な作
業の生産性と効率の向上に役立ちます。 同時に、会社の情報、通
信とテクノロジーインフラの機密性、高潔性、および可用性を保守
するのは全社員の責任です。 

電子メールや通信システムの適切な使用 – 会社の情報、通信、テ
クノロジーインフラを利用する際の心得は以下の通りです: 

•	これらのシステムはあくまでも業務用です。 しかし、Thomson 
Reuters の電子メールやメッセージング、インターネット、イントラ
ネット、電話を特定の状況下で個人目的に使用することは、限ら
れた範囲内では認められています。 

•	良識を働かせる。Thomson Reuters が訴訟や当局の調査等の対
象となった場合、電子メールをサードバーティーに提出しなけれ
ばならないことがあります。 電子メール・メッセージは、ユーザ
ーが削除した後でも復元可能な場合があります。 法的手続きの
中で、自分または Thomson Reuters が、誤解されかねない、また
は利用されかねないような軽率、誇張されたまたは不正確な言
明は避けてください。 「送信」ボタンを押す前に、いったん考え
て、内容を見直してください。性的に露骨なメッセージや冗談、倫
理的または人種的中傷など他人に不快感を与える、また侮辱、名
誉毀損、いやがらせなどの可能性のある不適切な内容や情報を
閲覧、送信、ダウンロードすることは禁じられています。 

•	明示的に認められている場合を除き、社内通信や機密内容を承
認なしで Thomson Reuters 社外に転送、送信してはなりません。

•	知的財産法を尊重してください。音楽、映画、画像またはソフトウ
ェアを含む著作権で保護された資料をダウンロード、複写または
再配布することは多くの国で法律または規制違反となり 懲戒処
分または訴訟に至る可能性があります。こうした活動は法的に認
められている場合にのみ行ってください。

•	職場のコンピューターからのインスタント・メッセージング（IM）
またはコラボレーション・ツールの使用は、Thomson Reuters 製
品である場合、または IT 部門または直属の上司に承認された場
合のみ使用できます。 

•	 ·コンピューターのユーザー ID やパスワード、また認証用デバイス
は、セキュリティを確保できるようしっかり管理し、機密性を保持
（共有しない）してください。 

•	電子メールに添付されているファイルを開く際、業務と無関係も
しくは送信元不明の場合は特に、十分な注意を払ってください。 

疑わしい場合は、添付ファイルを開かずに、その電子メールを IT 
部門に転送してください。 

•	  社外の人間から電子メールや電話詐欺により、会社の経理や顧
客情報、企業情報を要求された場合は特に注意してください。 

•	 IT 部門の承認がない限り、業務用のコンピューターに個人使用の
ソフトウェアをインストールしたり、Thomson Reuters が許可した
ソフトウェアを改変するなどの行為は禁じられています。 著作権
で保護された資料を共有するために同僚間(P2P)でソフトウェア
を使用することは禁じられています。

•	許可されたレベルを超えて Thomson Reuters の情報、通信、テク
ノロジーインフラの使用またはアクセスはできません。 さらに
ガイダンスが必要な場合は、直属の上司または人事部の担当者
に相談してください。

•	 Thomson Reuters の資産を外部の脅威にさらすようなことがあっ
てはなりません。

•	 Thomson Reuters の資産を不適切なサードパーティーに使用させ
てはなりません。

•	 Thomson Reuters のセキュリティコントロールを意図的に危険に
さらしたり、破壊してはなりません。 

•	コンピューターにセキュリティ侵害の疑いまたはインシデントが
あれば、現地のセキュリティ責任者またはIT部門に直ちに報告し
てください。

•	場合によっては、業務次第で個人用のスマートフォン、その他の
機器を使用できる場合があります。 会社のデータを保存する、
あるいはそれにアクセスする目的で個人所有の機器の使用が上
司より認められている場合は、会社の機器類と同様のセキュリテ
ィおよびデータ管理慣行に従うことになります。 これには不使
用時のパスワードロックアウトおよびデータ暗号の使用などが
含まれますが、上記に限定しません。 当社には個人所有の機器
類から会社のデータを回収、削除または廃棄する権利がありま
す。 イントラネットで個人所有の機器類を使用する際のガイダン
スを参照してください。

•	フェースブック、ツイッター、リンクトインといった、ユーザーがコン
テンツをアップロードできるソーシャルメディアのサイトにアクセ
スし、使用する際は注意を払ってください。コンテンツが有害な
性質の場合もあるので、リンクをたどる、コンテンツへアクセスす
る、友人やネットワークのリクエストを受け入れる際にはよく判断
してください。ソーシャルメディアの使用に関する詳細はイントラ
ネットの「ソーシャルメディアガイドライン」で閲覧できます。

コンピューターおよび通信手段の利用
コンピューターシステムおよび様々な通信手段の正しい、適切な利用。



Q:  �会社の電子メールシス
テムを、友人や家族へ
の個人的なメールに
使用していいのでしょ
うか？

A:	 会社のコンピューター・
ネットワークが主に業務
目的で使われ、使用がご
く限られたものであれ
ば構いません。しかし、
職場のコンピューター
から、かなり個人的なメ
ッセージの送信は避け
るようお薦めします。

Q:  �質問: 自分の好きな音
楽や映画のファイルを
友人や同僚と共有する
ためにコンピューター
にBitTorrent、Limewire 
といったP2Pのソフトウ
ェアをインストールする
ことはできますか？

A: �絶対にしてはなりませ
ん。多くの国で違法と
されているだけでなく、
知的財産は Thomson 
Reuters の事業にとって
根本的価値のあるもの
であり、自分の知的財産
同様に、他人の知的財産

も尊重しなければなりま
せん。また、使用が認め
られていないソフトウェ
アまたはウェブサイトは 
Thomson Reuters のネッ
トワークとアプリケーシ
ョンのセキュリティと保全
性を危険にさらすことも
あり得ます。

Q: �会社の電子メールとイン
トラネットにアクセスす
るために 自分の電話(iフ
ォン、アンドロイドなど)
を使用することはできま
すか？

A: �必要に応じ上司の承認
を得ることも含め、個人
の電話の使用に関して
決められたガイドライン
を理解し、それに従う限
り、構いません。 イントラ
ネットで自分の業務に適
用されるガイドラインを
参照してください。 

プライバシーとThomson Reuters の情報 – 電子メール、
インターネットおよびその他の電子・紙面通信形式に限ら
ず、Thomson Reuters の情報、通信、テクノロジーインフラを通
して送受信する情報は Thomson Reuters の財産とされること
があります。Thomson Reuters が所有するまたは提供する情
報、通信、テクノロジーインフラを使用する際は、プライバシー
保護を推定したり期待することはできません。適用される法律
で許される限りにおいて、当社は所有または提供する情報、通
信、テクノロジーインフラの各人の使用を監視および記録する
権利を留保します。

コンピューターおよび通信手段の利用
コンピューターシステムおよび様々な通信手段の正しい、適切な利用。

Thomson Reuters | 行動・倫理規範8
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Q:	このポリシーでの「近い
関係」とは何を意味しま
すか？

A:	 ご自分の近親者または
同居者は、すべて「近い

関係」とみなされます。
さらに、いとこや、遠い
親戚、知り合いであって
も、その関係があなた
の客観性に影響を与え
うる場合、その人物とも

「近い関係」にあると見
なされます。

皆さんには、正当で公正な判断により、Thomson Reuters の
利益を最優先し、利害の衝突を回避することが要求されてい
ます。 利害の衝突は個人的な利益が、Thomson Reuters の
利益と衝突する、あるいは、衝突しているかのように見える際
に生じるものです。 利害の衝突は、社員がその職務を客観的
かつ効果的に行うことを困難にするような、活動を行ったり、
関心を抱いたりする場合にも発生します。 会社は、社員が私
事や私的投資を社員自身で管理する権利を尊重しています
が、いかなる業務取引においても社員は、個人的利益よりもま
ず Thomson Reuters の利益を考えるべきです。

利害の衝突の見極めと事前回避 – 社員として皆さんには、利
害の衝突が起こる前にそれを見極め、人間関係または取引が
衝突をもたらす可能性があるのかどうか判断に迷う場合は、
行動に移る前に、あるいはその可能性に気付いた時点で、上
司または所属事業部を担当する人事部門担当者あるいは顧問
弁護士に告知する義務があります。適切な上司または人事部
の担当者はその利害の衝突を事前に回避する、あるいは解決
する、または社内で解決できる人物に連絡することができま
す。Thomson Reutersの各役員は、潜在的・実質的な利害の
衝突の恐れがある事態について、役員会に報告する義務があ
ります。

利害の衝突の例 – 以下は起こり得る利害の衝突の例であり、
事前に解決されているか、問題のない事が証明されていない
限りは、禁止されています:

•	あなた自身、または、近い関係にある誰かが、Thomson 
Reuters におけるあなたの立場の見返りとして、不適切な個
人的利益 (現金、贈り物、接待、優遇、割引、融資や保証、ま
たは Thomson Reuters によりサプライヤー、コンサルタン
ト、もしくは取引相手として選定) を得る;

•	別会社で、管理職、役員、従業員、顧問としての仕事を持つ
ことは、Thomson Reuters におけるあなたの業務遂行能力
を阻害したり、機密情報の開示につながったり、その会社が 
Thomson Reuters と競合する;

•	Thomson Reuters の所有物や情報、Thomson Reuters で
の職務上の立場を通して得たビジネス機会を、Thomson 
Reuters が合理的に業務上関心を持つであろう場合でも、会
社にその機会を提供せずに、自分のものとする;

•	Thomson Reuters の所有物、情報、社内の自分の役職を個
人的な利得のために利用する;

•	自分と近い関係にある者と上司・部下の関係にあるか、当社
に勤務する自分と近い関係にある者の勤務評定、雇用、給与
または手当を監視、総括、あるいはそれに影響を与えること
ができる; または

•	あなた、または、近い関係にある人が保有する投資
が、Thomson Reuters のあなたの業務に影響することを許
す。Thomson Reuters により社員のために提供されている
取り決めを除き、Thomson Reuters の取引をあなた個人の、
または他の誰のものであろうと、個人的投資の目的に利用
してはなりません。 ただしこれは、消費者市場向けである
Thomson Reuters 製品の利用には、適用されません。

さらには、あなた自身、または、あなたに近い関係にある人
が、競合社、顧客、サプライヤーの株式を 1% を超えて所有す
ることは、利害の衝突となる場合があります。 また、あなたに
近い関係にある人が Thomson Reuters の競合社、顧客、サプ
ライヤーに勤務している場合は、あなたとその人は共に、互い
の勤務先への義務を怠らないように十分に注意を払う必要が
あります。

すべての利害の衝突が禁じられているわけではなく、上記のリ
ストはすべての例を網羅しているわけではないことを留意して
ください。 開示され、承認された場合には許される利害の衝
突もあります。 考え得る利害の衝突をすべて挙げることは不
可能なので、各自で適切な判断を行い、必要に応じてアドバイ
スを求めるよう、皆さんにお任せします。

利害の衝突と事業機会
社員として業務を遂行する際には、実質的・潜在的利害の衝突を避
け、Thomson Reuters を利用して個人の利益を追求しない。
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Thomson Reuters 社外で仕事をしたり、他社の役員を務めた
りすることは、利害の衝突を生み出すことがあります。 政府機
関をはじめとする組織の役員、常任委員会の委員または諮問
委員になることも、その地位による報酬の有無を問わず、利害
の衝突につながることがあります。

自己査定 – 社外の仕事を引き受ける、または慈善団体もし
くは非営利団体の理事会に参加する前に、その行為が、職
位やかかわり具合によっては、利害の衝突となる可能性があ
るものかどうか、自分で査定してみてください。いずれにせ
よ、Thomson Reuters 社外で仕事をする、あるいは役員になる
ことが Thomson Reuters での仕事の障害や機密情報の開示
につながってはなりません。判別がつかない時は、上司に相談
すべきです。

いかなる自己査定にも、Thomson Reuters の信頼原則 (本規範
の「規範の適用」の項を参照) を、常にその一部として考慮に入
れます。あなた自身または直属のマネジャーが、その副業もしく
は役職は Thomson Reuters の信頼原則と相容れない可能性
があると思う場合には、更に上の管理職、人事部門担当者、ま
たはThomson Reuters の弁護士と協議する必要があります。

Thomson Reuters の利益と衝突する可能性がある組織の役
員や委員会の委員に任命された場合は、事前に所属事業部担
当の Thomson Reuters 弁護士の書面による承認を得る必要
があります。他の株式公開企業の役員に就任する場合は、必ず 
Thomson Reuters 取締役会のコーポレート・ガバナンス委員会
の事前の承認が必要です。

許可される役職 – Thomson Reuters やその事業に関係のな
い、家族経営の事業の役員就任は認められています。このよう
な種類の状況では事前の承認は必要ありません。

社外の組織に役職を持ち、その組織のために公の場でスピー
チをするような場合は、Thomson Reuters の代表としてではな
く、その団体の代表や個人としてスピーチしてください。

Thomson Reuters 社外で仕事をする、あるいは他社の役員に
なることが認められている場合は、当社の事業に関する機密ま
たは戦略的情報をもらしてはならず、当社との取引に関わる役
員会の問題に対して議決権を行使してはなりません。

許された社外の仕事/役職は、Thomson Reuters でのあなた
の職とは分離され、一般的に、Thomson Reuters での時間や 
Thomson Reuters の機器、資産、情報、または消耗品を使用
して行うべきではありません。社外で働くことが、、Thomson 
Reuters の社員としての主たる業務と義務を果たすために必要
な時間と努力を払うことの障害になる、あるいはその妨げとな
るようなことがあってはならず、その事業が Thomson Reuters 
と競合するものであってはなりません。 

 

他社の仕事や役員の職
別の会社の仕事をしたり、他社の役員に就任する際は、事前に必要とされるすべ
ての許可を得る。

Q:	専門家のネットワーク
でコンサルタントとし
て働く機会を与えられ
ました。 これは構いま
せんか？ 勤務時間中
には従事しませんし、 
Thomson Reuters のリ
ソースは使用しません。

A:	 ー般にThomson 
Reuters では社員が当
社での雇用、経験また
は責任といった問題に
関して他の組織のコン
サルタントとして働くこ
とを認めていません。こ
の仕事は利害の衝突、
あるいは社の機密情報

の不正な開示につなが
る可能性があります。上
司のサポートを得て、こ
の種の仕事に就きたい
場合は、所属事業部を
担当するThomson 弁護
士より書面による明示
的な承認を得てくださ
い。
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業務の一環として、Thomson Reuters の業務、経営、技術に関
連する非公開情報や内部情報を、知るまたは利用することが
あります。 情報が公有となっていない場合は、機密情報として
処理してください。 このような機密情報は、Thomson Reuters 
内の人に対しても、正当な「知っておくべき」理由があり、さら
に自分に権限がある場合のみ公開できます。 機密情報の不
適切な公開は、当社の競争力を低下させるとともに、Thomson 
Reuters や社員の名誉を傷つけたり困らせたりすることがあり
ます。

機密情報の例 – 機密情報は以下をはじめとする最も価値ある
資産を指します: 

•	企業秘密; 

•	価格体系と情報; 

•	事業（戦略）計画、事業見通し; 

•	Thomson Reuters または顧客企業、パートナー企業、サプラ
イヤーの非公開財務情報; 

•	新製品やブランド、または市場調査内容、開発、計画や事業
見通し; 

•	詳細な連絡先、仕様、優先事項を含めた顧客データ; 

•	契約満了日や独占条項、財務条件などの内容を含めた契約
や合意;

•	社員自身または当社のサードパーティー、コンサルタントが当
社に代わり作成、編集する競争的インテリジェンス(「公正競
争および独占禁止」に関する本規範の項を参照);

•	サブスクリプションリスト；

•	関連する連絡先情報の有無を問わず、社員、顧客、事業パート
ナーおよびサプライヤーのリスト; 

•	ソフトウエア、コンピューター・プログラム; 

•	合併、買収、資産売却計画; 

•	人事異動または主要な経営陣の交替; および;

•	ウェブキャスト、電話会議の音声通信、社員への覚書、会議の
筆記録あるいは議事録といった社内通信。 

機密情報
Thomson Reuters に関する非公開情報の機密性を守る。
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Q:	機密情報の保護する方
法は？

A:	 以下のような方法があ
ります：重要書類をカギ
の掛かるファイルまた
は引き出しにしまう; 一
定の間離席する場合は
コンピューターにパス
ワードのロックを掛け
る; 定期的にコンピュー
ターのパスワードを変
更する; サードパーティ
ーと機密情報を共有す
る前に、非開示あるい
は機密保護契約がある
ことを確認する; 保管お
よび送信の際に電子フ
ァイルに暗号を使用す
るなど。 さらに詳しい
ガイダンスについては
Thomson Reuters の「
情報セキュリティハンド
ブック」を見直すか、イン
トラネットで「セキュリテ
ィー問題」のサイトをご
覧ください。

Q:	このプライバシー規
則では、社員が個人的
なブログに Thomson 
Reuters について記載す
るのも禁じていますか？ 

A:	 個人的ブログで 
Thomson Reuters に言
及することは構いませ
ん。とは言え、個人的ブ
ログを維持している場
合、そこには Thomson 
Reuters やその顧客、ま
たはその他当社が業務
取引を行う人々や企業
についての機密情報や
非公開情報が、含まれ
ていたり、それを話題に
したりすべきではありま
せん。顧客や事業関係
者の承認なしに、それら
の名称を述べたり、参
照したりすることはでき
ません。また、Thomson 
Reuters の社名を出す場
合は、ブログに記載され
ている意見はすべてあ
なた個人のものであり、
会社を代表するもので
ないことを明確にする
必要があります。そうし
た場合にも、Thomson 
Reuters またはその競合
社の言及時には、信頼の
原則を忘れないようにし
ます。また、個人のブロ
グは同僚間の社内通信
には決して利用してはな
らず、事業関係のある人

や企業との相違点を吹
聴するために個人のブロ
グを使用してはなりませ
ん。Thomson Reutersの
事業単位によってはブロ
グについて別途補足ポ
リシーやガイドラインを
定めている場合がありま
す。 

Q:	 ラップトップを使用する
場合、データや情報の盗
難をどのように防止する
ことができますか？

A:	 以下が推奨されます： 
(1) 公共の場所ではラッ
プトップから目を離さな
い; (2) 航空機を利用し
て移動する場合は、ラッ
プトップを荷物と一緒
に預けない; (3) 空港の
セキュリティ検査を通過
する際に目を離さない 
— 二人組みの窃盗者
はラップトップを持った
乗客の注意をそらすの
に長けている; (4) ラップ
トップを持って行く場合
は、ラップトップ専用の
バッグよりも、ふつうの
バッグに入れておく方
が目立たない; (5) ラッ
プトップを下に置く場合

には、背後や横ではなく
前に置くようにする; (6) 
ラップトップを車の中に
置いておく必要がある
場合は、トランクにしま
ってロックする; (7) 重要
な情報を携えて出張す
る場合は、取り外しので
きるハードドライブを使
用し、別のところに収納
することを考慮する; (8) 
可能な限り、ラップトッ
プにロックを掛ける; (9) 
ラップトップのデータを
定期的にネットワーク
にバックアップする; (10) 
Thomson Reuters の社
員または顧客に関する
機密性の高い情報（社
会保障番号、クレジット
カードの番号など）をラ
ップトップに保存する場
合は、必ず暗号化する。 
ラップトップを紛失した
り、置き忘れたりした場
合は、ただちに勤務先
の IT 部門または警備部
門に報告してください。.

機密情報
Thomson Reuters に関する非公開情報の機密性を守る。

機密情報の保護 – 機密情報を知っている場合は、権限の無い
人が閲覧あるいはアクセスできないところに保管または保護し
なければなりません。エレベーターやレストラン、飛行機その
他、会話が人に聞かれるような公共の場所で、機密情報につい
て話し合う際は、相応の注意をしてください。家族の前で話す
際にも注意してください。あなたが機密情報について語ってい
るとは知らず、後でうっかり他者に開示してしまうかもしれませ
ん。また、機密情報を誰もいない会議室に残したり、他の者が
回収できるような公共の場所に廃棄したりしないよう注意して
ください。さらに、携帯電話、ラップトップ、タブレット、その他

いかなる形式であれ、安全でない通信手段を使用する場合に
は、適切な判断をしてください。

非公開情報または機密情報の守秘義務は、たとえ Thomson 
Reuters を辞めた後も、その情報が機密性を保ち非公開である
限り継続します。

機密情報を Thomson Reuters の外部に開示するときは、事前
に文書による承諾を得る、情報の不正使用を避けるために受
信当事者と守秘契約を交わすなどの適切なステップを踏んだ
後に行ってください。



サードパーティー情報 — 当社は、当社の顧客、事業パートナ
ー、サプライヤーを含む他の組織に関する機密情報を尊重し
ます。職務や職位を通じて他社の機密情報を知ることがあれ
ば、Thomson Reuters の機密情報と同じように注意を払い保
護してください。当社の編集部の一員である場合は、編集ポリ
シーと「ジャーナリズム・ハンドブック」にある要件に従うか、上
司または所属事業部を担当する Thomson Reuters 弁護士のガ
イダンスを求めなければなりません。

サードパーティーの機密情報の社員による不正使用や不
適切な開示は、Thomson Reuters に損害を及ぼす危険性
や、Thomson Reuters や開示責任者である社員への法的措置
につながることがあります。

データ保護とプライバシー法 — 多くの国が個人の一定の情報
の収集、使用、保持、譲渡に影響する、データ保護およびプラ
イバシー保護関連の法律や規制を備えています。

これは急速に変貌している法領域であり、顧客、事業パートナ
ー、サプライヤー、マーケティング関係者、社員、契約請負業
者、コンサルタント、その他個人に関する情報の適切な収集、
使用、保持、譲渡に関して質問がある場合は、所属事業部を担
当する Thomson Reuters 弁護士に相談してください。

個人に関するある一定の情報を収集、使用、保持、譲渡をする
ことは、顧客、規制機関および個々自身にそれ相当な懸念を引
き起こします。Thomson Reuters では社員、サードパーティーコ
ンサルタント、契約請負業者、事業パートナーおよびサプライヤ
ーに以下のことを求めています: 

•	個人に関する情報は、すべての適用されるデータ保護とプラ
イバシー法および規制に従って、収集、使用、保持、譲渡す。

•	適用されるデータ保護とプライバシー法および規制を順守す
る。  

•	当社の情報、通信、テクノロジーのインフラを不正使用から保
護するよう設計された、当社の情報およびデータセキュリティ
の基準を順守する。

機密情報および個人に関する情報の不正使用または不当な開
示は、公的問責ばかりでなく民事あるいは刑事訴追の根拠と
なる場合があります。

自分自身および自分の職務に特定の法的要件、当社のポリシ
ーまたはガイドラインが適用されるのかどうか、またどのように
適用すべきか判断に迷う場合は、上司、Thomson Reutersの弁
護士および/またはコンプライアンスの担当者に相談してくださ
い。 適用されるデータ保護、プライバシー法または規制の順守
を怠った場合は、当社および皆さんにとって重大な、不利な結
果を招く可能性があります。

機密情報
機密情報の保持義務およびデータ保護とプライバシー法を順守する。 

Thomson Reuters | 行動・倫理規範13
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Q:	第 1 四半期の最後の週
に入りました。予算内に
収めるために、今月はじ
めに受領した備品その
他の資材について第2四
半期の経費に計上する
ことを検討しています。
これは可能ですか?

A:	 絶対に許されません。す
べての経費および売上
は発生または実現した

期に計上する必要があり
ます。

Q:	 出張中現金で支払った
タクシーや食事のレシー
トを紛失してしまいまし
た。 使った経費を証明
できる文書がなくても払
戻してもらえますか？

A:	 可能な場合もあります。
誤ってレシートを紛失し
た場合は、出張や接待
に関する規則（T&E）を

調べ、上司に払い戻しが
可能か尋ねてください。
一定額を超えた経費に
ついては、当社のポリシ
ーまたは上司によりレシ
ートのない払戻が拒否
される場合があります。
払戻が認められる場合
でも、提出の必要な書
類に書かれた経費が正
確に記載されていなけ
ればなりません。払戻を
受けるために虚偽、誤解

を招くまたは誤った経費
を捏造することは決して
認められません。

財務、会計記録の適切な管理 – 財務および会計記録
は、Thomson Reuters の経営陣、役員、株主、政府諸機関や
規制当局その他への報告書の作成に利用されます。したがっ
て、誤解を招かないよう完全かつ正確な財務、会計記録を徹底
し、Thomson Reuters の正確性の評価を守らなければなりま
せん。これに役立つのが適切な管理システムの導入です。

•	勤務表、売上記録、請求書、納品書、諸経費記録を含むあら
ゆる帳簿、記録、明細書は完全かつ正確で信頼できるもので
なくてはならない。

•	記録がなく、未公開のまたは「帳簿外」の資金や資産はいか
なる目的でも保有しない。

•	取引に関連する事実について文書を偽ったり、歪曲したりし
ない。

•	取引は直ちに記録し、適切な資料を添付。

•	上司や監督者によって承認されない限り、または払い戻し可
能でない限り、Thomson Reuters の資金で経費の負担や支払
いは行わない。

•	Thomson Reuters の活動や取引を反映する財務記録
は、Thomson Reuters の会計規則と手順および適用すべき基
準、法律および規制に従って管理する。

Thomson Reuters の外部への開示 – 証券監督当局や証券
取引所に申請、提出する記録、文書、またその他 Thomson 
Reuters による広報についても、完全、公正、正確かつ迅速で、
理解可能な開示が必要です。Thomson Reuters のパブリック・
ディスクロージャーの書類を揃える担当者、または、その手続き
に関与する社員は、それぞれ責任をもって、Thomson Reuters 
の様々な開示管理手続、および関連規約に準拠して情報を公
開する責任があります。

記録と報告の正確性
記録は、完全、正確、確実に行う。



Thomson Reuters | 行動・倫理規範15

私たち全員に、不審な会計、監査、開示事項や開示管理に
関わる疑問と懸念を、良心に基づき報告する義務がありま
す。Thomson Reuters 役員会の監査委員会では社員から苦情
の報告を促すために、以下の手続きを定めています:

•	会計、社内監査、社内会計管理、監査問題、開示管理に関わ
る苦情の受理、管理および処理; そして

•	社員による、不審な会計または監査問題あるいは開示管理に
関わる懸念の機密かつ匿名の報告。

報告すべき会計、監査に関する事項の例 – 会計、社内会計管
理または監査問題に関する申し立てや懸念で、迅速な行動が
必要とされるものには以下が含まれます:

Thomson Reuters の財務諸表や決算報告の準備、管理、評
価、見直し、監査において虚偽、意図的誤り;

 Thomson Reuters の社内会計管理の欠陥、または違反;

上級管理職または会計士によるThomson Reuters の財務諸
表、決算報告、監査報告の内容の不正表示または虚偽報告;

•	Thomson Reuters の財務状況に関する完全かつ公正な報告
からの逸脱。

報告すべき不正行為の例 – 不正行為や不誠実な行動を知った
場合、または不信に感じられた場合は、それを報告する義務が
あります。以下のような例があります:

•	当社のポリシーに準拠していない顧客、ベンダー、代理店ま
たはコンサルタントとの不審な取引;

•	文書の偽造その他の改ざん;

•	顧客またはベンダーの要求による製品またはサービス価格の
水増しや過小請求;

•	契約書またはその他の文書に記載されていない理由による
支払い;

•	通常の商取引と異なる仲介企業経由の支払い;

•	会社あるいは取引先の口座ではなく、個人の口座への送金ま
たは入金；

•	Thomson Reuters や顧客などに帰属する資産の横領、窃盗ま
たは不正使用。

また、当社の決算報告書を監査する社外の公認会計士や認許
会計士に対し、不正に影響を与えたり、強要、操作、誤り導い
たりすることも法律に違反します。

当社の現または元社員あるいは契約請負業者による不正な行
動は直ちに以下の責任者に報告しなければなりません:

•	直属の上司または監督者;

•	人事部門担当者;

•	事業部門のCFO;

•	Thomson Reuters 法務部門;

•	コーポレート・コンプライアンスと監査部門;

•	行動と倫理ホットライン。

社外の当事者または事業体による当社に対する不正な行動は
Thomson Reuters 弁護士またはグローバルセキュリティに報告
しなければなりません。

匿名/守秘で報告する方法、さらなる情報等については、本規
範 の「懸念事項や違反に関する報告方法と質問」をご参照く
ださい 。 

会計、監査、開示に関する懸念事項および不正行
為の報告
会計、監査、または開示に関しての懸念もしくは気づいた不正行為については直ち
に報告してください。

 Q:	自分の業務に関わる何
者かが不正なまたは不
誠実な行動に関わって
いる可能性があるとい
う疑いを持った場合、自
分で調査することがで
きますか？

A:	 できません。上
司、Thomson Reuters 
コーポレート・コン
プライアンス・監
査部門、Thomson 
Reuters 弁護士、または 
Thomson Reuters ホッ
トラインにただちに連

絡しなければなりませ
ん。不正行為を自分で
調査してはいけません。
一般に、社内調査が必
要かどうかは、Thomson 
Reuters コーポレー
ト・コンプライアンス・
監査部門やThomson 

Reuters 法務部門が判
断し、必要と判断された
場合は適切な調査チー
ムおよび調査内容を選
定します。
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Q:	電子メールはどのぐらい
の期間保存すべきです
か？

A:	 業務上の理由や法律規
制上の義務がない限り、
削除してかまいません。
「法的拘束」を受けた場
合は、Thomson Reuters 
弁護士によってその拘束
が解かれるまで、電子メ

ールを保存しておかなけ
ればなりません。

当社の情報および記録は貴重な会社資産であり、適切な注意
を持って扱われるべきものです。 私たちは文書と記録の保管
および処分に関する法律および規制上の要件に従う必要が
あります。 その結果、Thomson Reuters では、社内記録の適
切な扱い、保管、回収、処分に関するポリシーを設定していま
す。 社員は以下に従い、記録と情報の管理を徹底しなければ
なりません:

•	記録情報のファイリング、保管、回収は一貫した方法で行う;

•	いかなる媒体でも法律、会計、規制、運用上の要件に従って
記録管理する;

•	記録の保護(バックアップを含む);

•	訴訟の際に必要な書類、および;

•	不要になった記録は、紙の書類も電子ファイルも、適切かつ
時宜にかなった方法で処分する。

Thomson Reuters では、保管する記録を、カテゴリのタイトル
によって識別する、記録保管期間が設定されています。 保管
期間表には、記録カテゴリ別に通常以下の項目が記載されま
す:

•	保管する記録の種類とクラスの記述;

•	保管期間の開始時期、および;

•	記録が保管されるべき期間の長さ。

係争中または訴訟の可能性、または政府による調査の報告が
ある場合は、Thomson Reuters 弁護士の許可がおりるまで、電
子メールを含むすべての記録は一切処分したりできません。召
喚その他の法的手続きの対象となっている文書や電子メール
を処分すると、犯罪行為とみなされる場合があります。このポ
リシーおよび関連する法律および諸規制に従わなかった社員
は、最高解雇を含む懲戒処分の対象となり、刑事的民事的犯
罪に問われ、罰金または禁固刑を課される場合があります。

適用される文書保管ポリシーについてさらに詳しい情報が必
要、または質問がある場合は、所属する事業単位または部署
の記録調整責任者、または Thomson Reuters の記録管理部門
（RecordsManagement@ThomsonReuters.com）に相談し、
必要事項を学ぶようにしてください。何が必要か自分でもよく
理解していなければなりません。保管すべき文書なのかどうか
についての法的質問がある場合は、処理する前に、所属事業
部を担当する Thomson Reuters 弁護士に問い合わせてくださ
い。

イントラネットの「記録の管理」の項に詳細が記載されていま
す。

記録管理
適用される記録管理規則に従って、訴訟や調査が行われることがわかった時、文
書や電子メールを破棄したり改ざんしたりしない。
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Q:	 Thomson Reuters が記
者発表で行った買収提
案について報道機関か
ら問い合わせの電話が
あった場合はどうしたら
いいでしょうか？ ニュー
スは既に公開されてい
るのでコメントしても構
わないでしょうか？

A:	 Thomson Reuters を代
表してコメントできる権
限がない限り（情報がす
でに公開されていても）
、メディア/広報担当に電
話を回してください。 
Thomson Reuters が事

業展開あるいは取引に
ついて公に発表した場合
でも、コメントしてはな
りません。

Q:	今度の新商品について
業界雑誌が特集で取り
上げたいと言っていま
す。 記事を書いている
担当記者に話をして良
いものでしょうか？

A:	 商品やサービスに関す
るコメントや記者会見
は、あなたに権限があ
る場合のみ許されてい
ます。 権限がない限
り、Thomson Reuters を

代表できる立場にある
担当者に電話を回してく
ださい。 

Q:	ブログやオンライン
チャットで Thomson 
Reuters またはその業務
内容について、コメント
または回答しても良いで
すか？

A:	 たとえ誤った内容や質
問への返答だとしても、
当社商品、株式パフォー
マンス、事業戦略、財務
結果、顧客、競合社など
について一切情報を掲
示してはなりません。 そ

のような問題があった
場合は、適切に調査、対
処できるコミュニケーシ
ョン担当に連絡してくだ
さい。 詳細については、
イントラネットの「ソー
シャルメディアコミュニ
ティ－」の「ソーシャルメ
ディアガイドライン」を
参照してください。 。詳
細については、イントラ
ネットの「ソーシャルメ
ディアコミュニティ－」の

「ソーシャルメディアガ
イドライン」を参照して
ください。

当社の位置づけや観点を一貫した姿勢で述べるた
め、Thomson Reuters には情報公開に関する特別なトレーニ
ングを受け、認証された専門の担当者がいます。 報道陣や株
主、金融アナリスト、政府当局が情報を要請してきた場合、それ
に対する回答は、Thomson Reuters の株価や競争力への影響
など、広範囲に渡る結果を引き起こす可能性があります。 当
社商品、事業戦略、財務結果などの情報を提供する際は、ま
ずその情報が正確で、Thomson Reuters としてそれを「公表す
る」用意があることを確認した上で行うべきです。

また情報をいつ、どのように公開するかについても、証券取締
り当局や証券取引法の規制に準拠して行う必要があります。 
これらの理由で、承認された者だけが当社を代表して話すとい
うことが重要です。

社外からの情報提供の要請 – 社外から情報の提供を求めら
れた場合は(単純な要請あるいは悪意のない質問のように見え
ても)、当社を代表してコメント発表する立場にないときは、担
当部署に回さなければなりません。

公共での発言や出版 – さらに、Thomson Reuters 社員または
役員として、出版や講演を行ったり、インタビューを受ける、あ
るいはそれらの活動が Thomson Reuters での自分の職務と関
連する可能性がある場合は、事前に広報部あるいはコミュニケ
ーション部門から許可を得ることが必要です。

問い合わせ元： 照会先：
金融業界または株主 投資家広報部 (IR)

報道機関 広報部 (PR)

規制および政府諸機関 法務部

公選された役職者 広報部 (PR)

雇用に関する情報を求める人 人事部(HR)

報道、一般、政府諸機関からの問い合わせ
権限が与えられていない限り、Thomson Reuters を代表したコメントを発表し
ない。
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Q:	自分の時間を使って地元
の慈善団体のためにボラ
ンティア活動をするのは
許されます? 

A:	 はい、当社では社員にボ
ランティア活動を勧めて
おり、勤務時間を割くこ
ともできます。詳細なガ
イダンスが当社のボラン
ティアポリシーに記載さ
れています。

Q:	自分の時間を使って、地
元選挙区の政治活動で
ボランティアをするのは
許されていますか？

A:	 ボランティアポリシーで
は、勤務時間を割いて地
元選挙区で政治活動を
行うことを認めていませ
ん。 政治活動のボラン
ティアは 勤務時間外に

行わなければなりませ
ん。 

Q:	 主要な顧客が支援してい
る慈善団体にThomson 
Reutersを代表して寄付
したいのですが、できま
すか？ 

A:	 場合によります。 上司が
寄付を認め、本規範およ
び関連するポリシーで定
められたガイドラインに

従う場合は、顧客に代わ
って行った寄付には払
い戻しを受けられる場合
があります。 寄付は贈与
であり、本規範で定めら
れた贈答品の授受に関
するガイドラインにも従
わなければなりません。 

政治活動と献金 – 当社は社員が個人的に政治活動に参加す
る権利を強く支援し尊重しています。Thomson Reuters の誰
も、特定の政治団体や候補者に対しての献金や支援、あるいは
反対運動を行うことを、あなたに強要することはできません。

Thomson Reuters は、直接的にも間接的にも、いかなる政
党・政治団体、候補者または宗教に対しても支援を行わず、ま
た、国内もしくは国際的対立や紛争でどちらか一方を支持し
たりすることもありません。 このポリシーに従って、あなたも 
Thomson Reuters (または当社のどの事業体についても) の名
を、いかなる政党または政治的グループ、あるいはそのような対
立や紛争のどちらかの側に結びつけるようなことをしてはなり
ません。

以下のことも認識しておかなければなりません：

•	個人的な政治献金に対して会社からの払い戻しは行われな
いほか、行った政治献金を反映した給与の増額等賃金の調整
も行われません。

•	一部の国では、事業体が特に政府の事業体と事業を行う場
合、社員またはその家族が政治献金を行うことを法律および
規制で制限または限定しています。

•	政治的見解を一般にコメントする場合は、Thomson Reuters 
のものではなく、あくまで個人的な見解であることを明確に
する。

•	公職に立候補するか、任務につく意向がある場合は、所属事
業部担当の Thomson Reuters 弁護士に報告し、任務に就い
た後は、会社を巻き込むような政治活動を行って利益の衝突
を招くような事態を避ける。当社は、提案されている法案や
規則、規制などが当社に及ぼす影響の可能性に関して、政府
関係者と様々な問題や話題を話し合う場合があります。 あ
る特定の行動が、Thomson Reuters の中立性を脅かすことに
なるのではないかと迷うような場合は、上司または、所属事
業所を担当する Thomson Reuters 弁護士に相談してくださ
い。 

慈善活動と慈善団体への寄付 – 当社は、社員が個人の時間
やリソースを使って慈善団体や非営利団体に貢献することを
奨励しています。ただし、Thomson Reuters との取引を希望
している、あるいは Thomson Reuters から寄付を受けること
を希望している慈善団体や非営利団体に関与している場合
は、それを上司に報告し、事業部から適切な承認を得なけれ
ばなりません。機器など実物寄付は税務および財務部門の承
認を得なければなりません。 コンピューター関連機器の寄
付にはIT部門の承認も必要であり、適切な寄付を確実にする
ために環境衛生およびセーフティーグループの承認が必要な
場合もあります。現地の連絡先についてはイントラネットを確
認するか、ThomsonReuters.HealthandSafetyDepartment@
ThomsonReuters.com に電子メールで問い合わせてくださ
い。

政治活動と慈善活動および献金
Thomson Reuters を代表しての政治献金は許されない。Thomson Reuters 
を代表して行う慈善団体への寄付は事前に承認を得る。
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Q:	社員二名のうち一名を昇
進させようと考えていま
す。 一人は男性社員で、
もう一人はいずれは子ど
もを出産したいという
意向を時々漏らしている
女性社員です。 その女
性が出産して Thomson 
Reuters を退職する可能
性があると考える場合
は、男性社員のほうを昇

進させて良いものでしょ
うか？

A:	 いいえ、これは当社のポ
リシーに反します。法律
上の管轄地域によって
は、例えばこうした事実
に基づく昇進も適用法と
規制の違反となる場合が
あります。

私たちの責務 – 当社は以下のいずれにも関係なく、すべての個
人に均等な雇用機会を提供することに努めています:

•	人種;

•	肌の色;

•	宗教;

•	性別、妊娠も含む;

•	性同一性および表現方法;

•	年齢;

•	未婚／既婚;

•	性的指向;

•	国籍;

•	市民権の有無;

•	身体障害;

•	退役歴; または

•	関係する連邦、州、地域、または現地法規制により保護され
ているその他全ての条項 。

当社の経営陣は、採用、解雇、報酬、昇進、等級、トレーニング、
実習、雇用紹介、その他雇用に関する各種条件や特典におい
て、このポリシーが確実に実施されるよう努めています。当社
はオフィスがあればどのロケーションでも差別禁止を定める適
切な法律および規制を順守します。

相応の枠 – Thomson Reuters は障害を持った適格者に雇用
機会を提供するため、相応の枠を設けることをコミットしてい
ます。Thomson Reuters ではまた、社員の真摯の宗教上の習慣
に対し、適切な便宜をはかるよう努力しています。

このポリシーの目的上、「適切な便宜」とは、Thomson Reuters 
に回復不可能な大きな困難をもたらさない範囲での職務や職
場環境、作業手順の変更や調整を含みます。

職務遂行において適切な便宜を必要とする障害を持つ、ある
いは宗教上の便宜を必要とすると思われる場合は、人事部ま
たは上司に連絡を取り、便宜を要請してください。Thomson 
Reuters は、あなたと一緒に適切な便宜を見極めるよう努力し
ます。 

雇用機会の均等
均等な雇用機会を提供する職場作りに貢献する。
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ゼロ・トレランス・ポリシー – Thomson Reuters は社員が、『
平等、公正、尊敬、礼儀正しさ、尊厳』に高い価値を置く、安全
でお互いを尊敬し合う職場環境で仕事ができるよう専心してい
ます。Thomson Reuters は、場所を問わず不法な差別やハラス
メントについては、それが社員、上司、顧客、（納入業者、ベン
ダー、サプライヤー、コンサルタント、訪問者その他 Thomson 
Reuters の施設を来訪する人、Thomson Reuters の業務を預か
る人など、誰によって行われたかにかかわらず、ゼロ・トレラン
ス・ポリシーを採用しています。ゼロ・トレランスとは、このポリ
シーへの違反が見られた場合、Thomson Reuters はただちに
解雇も含む適切な対処を下すことを意味しています。

人種、肌の色、宗教、年齢、性別（妊娠を含む）、未婚／既婚、
性的指向、性同一性および表現、国籍、市民権の有無、身体障
害、退役歴、その他該当する法律または規制で保護されている
条項に基づく差別またはハラスメントは、このポリシーに違反
するもので処罰の対象となります。また、お互いを尊敬し合い、
プロフェッショナルとしての仕事ができる職場を提供するた
め、法律または規制には違反していなくとも、職場には不適切
な行動もまた禁止しています。

ハラスメント – ハラスメントを定義するのは容易ではありませ
んが、以下のような言動、視覚的行動、身体的行動などが含ま
れます:

•	威嚇的、敵対的、不快な職場環境を意図的に作り出したり、
個人の仕事を不当に妨害する;　または

•	個人の雇用機会に悪影響を与える;

ハラスメントと見なされる行動の例としては以下が挙げられま
す:

•	人種的中傷、侮蔑的な発言、下品な冗談、侮辱、野卑な言葉
使い、軽蔑、からかい;

•	侮蔑的なポスター、シンボル、漫画、スケッチ、コンピュータデ
ィスプレイ、Eメールの表示; または;

•	他人への威嚇、妨害。

性的ハラスメントは以下のような性的ないやがらせを含みます:

•	性的な要望に応えることが雇用に関する直接的もしくは間接
的な条件を形成する;

•	詰め寄る行為に対し、従属または拒否することが雇用あるい
は昇進の根拠となる; また

•	行為の目的や効果が威嚇的、敵対的、不快な職場環境を作り
出したり、個人の仕事を不当に妨害する。

性的ハラスメントは上記のハラスメントの例をすべて含むこと
があります。 ハラスメントと見なされるその他の行動の例とし
ては以下が挙げられます:

•	性的な性質を持つ迷惑な提案、要求や誘いかけ;

•	相手が嫌がっているのに、抱擁やキス、身体をつかむ、つね
る、軽くたたく、身体に軽く触れるなどの行動を取る;

•	他人の身体や外見についての不適切なコメント、性的な身振
りやコメント、言葉や行動による迷惑な戯れ; または

•	野卑なあるいはみだらな身振りや言葉、コメント。

差別とハラスメント（嫌がらせ）
社員には、差別やハラスメント、不適切な行動のない職場環境を作る義務
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Q:	会社の今後の要求内容
について、サプライヤー
と何ヶ月かに一度話し合
います。その中の営業担
当で一人、私がセクシー
だと頻繁にからかう人
がいます。これは歓迎で
きません。どうしたらい
いでしょうか？

A:	 Thomson Reuters は、
当社の社員だけでなく、
当社と仕事をする個人

にもハラスメントや差別
を禁じています。サプラ
イヤーの営業担当者の
行動が不快だと感ずる
場合は、自分でできると
思えるのであればその
ように感じる旨を、その
営業担当者に伝えてくだ
さい。直接言いづらい場
合、または相手が耳を貸
さない場合は、問題を上
司または人事部の担当
者に報告すれば、それに

対応する措置を取ること
ができます。

Q:	差別とハラスメントに関
するこのポリシーは全世
界に適用されますか？

A:	 はい。Thomson Reuters 
では、その社員が世界中
どこでも安全で敬意に
満ちた職場環境を持て
るべきであると信じてい
ます。 これらの基準は、
こうした行動に対して直

接対処する法律や規制
がないような地域にも
適用されます。 

防止と報告 – 差別やハラスメントを行っているのが誰であれ、
報告をせずに行為を継続させてはなりません。差別やハラスメ
ントの対象になっていると確信した場合は、上司または人事担
当者に報告し、調査に協力してください。上司や人事担当者に
報告しにくい場合、または匿名で報告することや機密扱いが必
要な場合は、Thomson Reuters ホットラインに連絡することも
できます。国によっては、プライバシーおよび法的制約により差
別行為/ハラスメントの報告に匿名ではホットラインを使用でき
ない場合もあります。ホットラインと例外に関する詳しい情報
についてはイントラネットのホットラインのページをご覧くださ
い。ハラスメントや差別について、部下から相談された監督者
や上司は、それが正式な訴えであってもなくても、ただちにその
問題を人事担当者に報告することが必要です。

調査 – 差別やハラスメントに関する報告はすべて、ただちに詳
細な調査が行われます。調査は可能な限り機密扱いとするよう
努めます。調査期間中に、通常、報告者および苦情の対象とな
っている人物に面接し、必要であれば追加の面接も行います。

報復の禁止 – ハラスメントや差別に関して誠意を持って報告し
た個人や、調査に協力した人々に報復することは堅く禁じられ
ています。ただし当社は、誠意に基づく確信のないまま、不正
確な情報に基づいて非難したり、意図的に虚偽の情報を提供
したり、非難を行った場合について、処罰を課す権利を有しま
す。報復されていると感じる場合には、本規範に記載されてい
る報告手順に従ってください。こうした報復には、本規範に沿っ
て、最高解雇を含む処分が課せられます。

差別とハラスメント（嫌がらせ）
差別やハラスメントについての懸念を報告する。
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Thomson Reuters は、その社員に健康で安全な職場環境を提
供するよう努めています。 この点に関しては、以下のことを守
ってください:

•	社員、顧客、契約業者、訪問者の健康と安全を保護するた
め、職場での健康と安全に関して適用される法律、規制およ
び公共政策の文言とその精神に則って業務を行;

•	健康と安全に関する法律、規制およびリスク管理に関する作
業指示または手順に従う; 

•	安全な業務遂行に役立つ必須のまたは実地の研修を受ける;

•	社の記録に自分の現在の緊急連絡先情報が記載されている
ことを確認する;

•	上司や人事部の担当者に安全やセキュリティに関する懸念を
喚起し、職場での警戒を怠らない。 

職場での暴力やけんか – Thomson Reuters では、他の社員、
顧客または一般人に対する暴力、脅迫、けんかといった行為ま
たはその脅しは一切許容しません。 法律で認められる範囲
で、この禁止は Thomson Reutersの評判または権益あるいは
社員の安全に悪影響を与える社外活動にも及びます。

職場、Thomson Reuters が賃借または所有する施
設、Thomson Reuters が主催する催事場、もしくは仕事中に
は、いかなる武器、その他の危険または有害な機器や物質も
所持してはなりません。ただし、法的に認められており、グロー
バルのセキュリティー責任者による事前の書面による承認が
ある場合のみ例外となります。 

禁止行為の例 – 以下は禁止されている行為の例ですが、すべ
ては網羅しているわけではありません:

•	他人を傷つけるまたは傷つけることを意図する、あるいは傷
つける可能性のある行動を取る; 

•	口頭および/または文書により、直接またはサードパーティー
を通じて、嫌がらせや脅迫を行ったり、送付したりする;

•	攻撃的、威嚇的または敵対的な行動を取る;3

•	雇用者の資産または他人の資産に損害を与える、またはその
ような意図のある、またはそのような資産に損害を与える可
能性の高い行動を取る; 

•	他人を付け回したり、未承認で監視を行う; および

•	暴力をふるったり暴力をふるうと脅す。

こうした行為は相手に直接的であろうと、電話、電子メール、テ
キストメッセージ、手紙あるいは電子的またはその他の通信形
式によるものであろうと、禁止されています;

自分または他人が脅迫または暴力を受けていると感じる、ある
いは疑わしい行為に遭遇した場合は、以下の者に直ちに知ら
せなければなりません:

•	監督者またはその他の管理職;

•	部門/業務上の上司;

•	人事部の責任者または事業パートナー;

•	Thomson Reuters のグローバルセキュリティ部門。

生命に危険が及ぶような緊急事態においては、地元の警察
または救急隊員に直ちに知らせた後、上司に知らせてくださ
い。

職場に持ち込まれる恐れのある家庭的なそして個人的な問題(
例：保護命令、禁止命令など)は 人事部の担当者およびグロー
バルセキュリティに報告しなければなりません。

職場における暴力防止ポリシーの全文はイントラネットでご覧
になれます。

安全と職場における暴力
当社は社員に健康で安全な職場環境を提供するよう努めています。
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Q:	酒類または薬物に関して
相談に乗ってくれるとこ
ろはありますか？

A:	 アルコール中毒や薬物
乱用について（またはそ
れと無関係な、結婚問
題、家族問題等でも）
、深刻な悩みを抱いて
いる方は、Employee 
Assistance Program（
社員支援制度）や 

LifeWorks などを利用す
ることを薦めます。 

	 そこで話した内容はすべ
て極秘情報として扱われ
ます。社員支援制度や 
LifeWorks などのサービ
スがない国で勤務してい
る場合は、人事担当者に
同様の制度がないかを
問い合わせてください。

 

アルコールと薬物は適切な作業能力を阻害し、あなただけで
なく周りの人々にも危険を及ぼすことがあります。 Thomson 
Reuters では、職場において規制薬物を含む違法な薬物を所
持、使用、購入、販売、販売しようとすること、流通、製造する
こと、および当社の業務を当社敷地内または外部で遂行中に
酒類や違法および処方薬物を乱用・誤用することを禁じてい
ます。 

仕事に差し支えるような酒類を摂取し就業してはなり
ません。Thomson Reuters が特に認めている場合を除
き、Thomson Reutersの敷地内で酒類を所持または摂取して
はなりません。 Thomson Reuters 主催あるいは顧客主催のイ
ベントに出席してアルコール類を飲む際には、良識を働かせて
ください。 自分の運転能力に少しでも疑問があるような場合
は、運転しないことです。 その代わりに、タクシーまたはハイ
ヤーを呼ぶか、あるいは同僚に送ってもらう、といった別の手
段を講じてください。

このポリシーに違反する社員は、懲戒処分の対象となり、最悪
の場合は解雇処分を受けることになります。 特定の薬物との
関与は違法であり、本ポリシーの違反は、法執行当局による逮
捕や訴追の対象ともなります。 

法律が許すところでは、Thomson Reuters は、医療専門家によ
る薬物・アルコールを含む、またこれらに限定されない検査や
職場での持ち物検査を適切なステップを踏んで実施する権利
を留保します。

薬物および酒類
Thomson Reuters の業務の遂行中は、違法薬物の使用、アルコール飲料の誤
用、医薬品の乱用をしない。



Thomson Reuters | 行動・倫理規範24

Q:	私の仕事に関連する法律
についてまとめて書いた
資料を探していますが、
どこに問い合わせるのが
一番良いですか？ 誰に
相談したらいいでしょう
か？

A:	 まず所属事業部を担当
するThomson Reutersの
顧問弁護士に電話し、相

談に乗ってくれるかどう
か訊いてみてください。

Q:	今後取引する予定の会社
から契約の草稿を受け
取りました。しかしその
契約条件が「標準的」な
ものか疑問があります。
法律に関する質問につい
ては誰に連絡すべきでし
ょうか？

A:	 所属事業部担当の 
Thomson Reuters 弁護
士または契約管理者に
問い合わせてください。

当社は国際的な企業組織として、様々な法律諸規制、条例の対
象になっています。 会社としては、社員が法律の専門家になる
ことを期待しているわけではありませんが、各自がそれぞれの
職務に適用される法律諸規制を理解して守ることを期待して
います。 上司または所属事業部を担当する Thomson Reuters
の弁護士にいつ助言を求めるべきかも知っておくべきです。 業
務に関連する法律や規制に違反すると、当社の定評を傷つける
ことになります。 会社は、詐欺、不正、犯罪行為には厳しく対
処します。

職務や役職の一環として、必ず次のことを実行してください:

•	Thomson Reuters での仕事内容に影響する法律と諸規制に
ついて勉強する;

•	必須のコンプライアンス研修を受ける; 

•	定期的に研修を受け、関連する法律または規制の変更につい
て最新の情報を得るよう努める; また

•	何らかの法律や諸規制の適用性、存在、解釈についての質問
はすべて所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士に相談
する。

該当する貿易規制、輸出規制、不買運動に準拠する – 貿易規
制や不買運動により、特定の国や企業、個人との取引に制限が
課せられることがあります。国によっては、こうした制約のある
国、事業体、個人のリストを作成しているところもあります。場
合によっては、ある種の製品、ソフトウェア、技術を特定の国や
企業、個人に販売するにあたっては事前にライセンスや許可が
必要なことがあります。要は、顧客や取引相手をよく知っておく
ことです。確信が持てない場合は、顧問弁護士に相談してくだ
さい。

Thomson Reuters に適用される環境法および諸規制に準拠
する – 社員には環境法諸規制に準拠し、なおかつ、環境への
悪影響を最低限に留める方法で業務を執り行う責任がありま
す。当社は、公害防止、資源の有効活用、責任ある調達を確実
にするため、ポリシー、ガイドライン、管理システムに従います。
規制対象および/または危険な物品を扱う業務についている場
合、または、それらに関して意思決定する立場にある場合は、こ
れらの物品の安全な処理方法を理解し、それに従って行動しな
ければなりません。質問がある場合は、直ちに上司、人事部お
よび/または環境衛生・安全グループに相談してください。

現地の慣習 – 当社が事業を展開する現地の利害を認識しなけ
ればなりません。法律諸規制に準拠することに加え、現地の慣
習も尊重しなければなりません(ただし、そうすることが適用法
諸規制または本規範に違反する場合は除きます)。

報告 – 法律、諸規制、本規範、その他 Thomson Reuters のポ
リシーに違反していると思われる立場に立った場合、その違
反あるいは違反の疑いを必ず報告するようにしてください。報
告は直属上司か、人事部、所属事業部を担当する Thomson 
Reuters 弁護士に対して行います。また代わりに、本規範の「懸
念事項や違反に関する質問と報告方法」に書かれている方法
に従って機密に匿名で報告することもできます。

法規制、条例への準拠
自分の業務に関連するすべての法律、規制、条例に準拠する。
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当社の役員や管理職、社員の多くは、Thomson Reuters や他
の企業に関して、Thomson Reuters 社外に知られていない非
公開情報へのアクセスが可能です。 Thomson Reuters または
その傘下の事業体の役員、管理職および社員は、重要な非公
開情報を所有している期間に、Thomson Reuters 株式の取引
をしたり、人に取引を勧めたりすることは許されません。 重要
な非公開の情報に基づく株取引は違法行為であり、厳しい処罰
の対象となります。 重要な非公開の情報は、内部情報と同類
です。

重要な情報 –「重要」な情報とは、Thomson Reuters の事業、
業務あるいは株式に直接または間接に関係する情報で、一般
に利用可能ならば、以下が当然予期されるような情報を指しま
す:

•	Thomson Reuters 株式の時価または価値が大幅に変動す
る、または大幅な影響を及ぼす結果となる情報; または

•	投資家の 意思決定に大きな影響を与える情報。

非公開情報 –「非公開」情報とは、報道発表、ウェブ掲載、届出
書類、株主へのニュースレターまたはメディアまたはその他公
開されている Thomson Reuters の通信を通しては、一般投資
家には通常手に入らない情報を指します。わかりやすく言うと、
「非公開」情報とは、それが正確だとしても、ブログまたはそ
の他のソーシャルメディアに掲載され噂になっていたり、「巷で
話題になっている」としても、当社が「公開」した開示とは見な
されません。

重要な非公開情報をどのようにして知ったかは問題ではありま
せん–それを知った場合は、それによって利益を得ることを回
避する、それによる損失を回避する、または他人にそれを開示
しない義務があります。

 

典型的な例 – Thomson Reuters に関する最も典型的な「重要
な非公開情報」とは、一般にまだ公開されていない業績や財
務状況に関する情報を指します。重要な非公開情報は、肯定的
なものでも否定的なものでもあり得ます。重要な非公開情報の
その他の例として以下のものがあります:

•	当社の事業活動、見通し、戦略計画についての重要な変更;

•	合併、買収、またはリストラの可能性;

•	重要資産または子会社の売却の可能性;

•	重要なサプライヤ、顧客、契約の獲得または損失;

•	重要な新製品、サービスのリリース、または今後の重要な商品
もしくはサービスの開発;

•	当社の商品またはサービスの料金体系の大幅変更;

•	当社による株式分割や公募または私募での株式売り出しに
関する発表、または、配当基準や金額の変更;

•	上位経営陣または取締役会の交替;

•	会計方法の重大な変更; または

•	実際のまたは実現する恐れのある重大な訴訟または重大な
政府/規制機関による調査。

自分が知っている情報が重要か、非公開かの判断に（またはそ
の情報がいまだに重要もしくは非公開であるかどうか）迷う場
合は、Thomson Reuters 株式を取引する前に必ず所属事業部
担当の Thomson Reuters 弁護士に相談してください。

他の人に情報を流さない – Thomson Reuters についての重要
な非公開情報を故意または無意識に他の人、例えば親戚や友
人に開示することがないよう注意しなければなりません。証券
法および規制はこのような「特別の情報」に基づく取引も禁止
しています。

また、Thomson Reuters の証券に関係した特権付き売買も避
けてください。 実際、これらの取引はこうした証券の短期の値
動きに賭けたもので、重大な非公開情報に基づいて取引してい
るかのように見られるためです。 

証券取引法およびインサイダー取引
重要な非公開情報を知っているときは、Thomson Reuters 株式の取引をしては
ならないし、人に取引を勧めてもならない。
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Q:	最近、業務を通して顧客
である株式公開企業に
ついて知識を得ること
が多くなりました。 例
えば、顧客の昨年の売
上が、一般に予想されて
いる数字を遙かに上回
っていることを知りまし
た。 このときに同社の
株を買うことはできます
か？

A:	 できません。重大な非公
開情報に基づいた株式
の売買は、本規範および
インサイダー取引に関す
る法律または規制に違
反します。インサイダー
取引をした場合は、解雇
の他、罰金や実刑が課
されることもあります。

顧客、サプライヤー、取引先、あるいは Thomson Reuters が重
要な契約交渉中の企業に関する、一般投資家が知らない重要
情報を知り得た場合は、その情報が公表されるまで、または重
要情報ではなくなるまで、その会社の株式の売買をしてはなり
ません。

本セクションに記載されている各制限に加え、Thomson 
Reuters での立場や財務情報への実質的、潜在的アクセスがあ
ることにより、Thomson Reuters は特定の社員を「Thomson 
Reuters インサイダー」と定義しています。「 Thomson Reuters 
インサイダー」は Thomson Reuters 株式の売買、取引について
さらに厳しい規制の対象となっています。あなたが「Thomson 
Reuters インサイダー」に当たる場合は、Thomson Reuters の
法務顧問から通知があります。 

インサイダー取引に関するさらに詳しい情報を知りたい場合
は、当社インサイダー取引ポリシーの全文を参照してくださ
い。

証券取引法およびインサイダー取引
重要な非公開情報を知っているときは、Thomson Reuters 株式の取引をしては
ならないし、人に取引を勧めてもならない。
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Q:	一般に公開されている
データベースの中に興
味深い情報がありまし
た。 これを許可や了承
なく製品のひとつに含
めても良いものでしょう
か？

A:	 その情報にはまだ著作
権保護がかかっている
かもしれません。 答は
事実と状況に拠る可能
性が高いため、所属事
業部担当のThomson 
Reuters 弁護士に相談し
てください。

Q:	「道徳的権利」とは何
ですか？

A:	 著作者人格権とは、知
的財産権に関連したも
ので、氏名表示権およ
び創作物に対する同一
性保持権を含みます。本

規範での権利の放棄条
項は、社員が雇用期間
中に創作した物に関す
る知的財産権のすべて
が、Thomson Reuters に
帰属することを約束する
ものです。

当社のブランド・アイデンティティと知的財産は、当社の最も貴
重な資産のひとつであり、競争力を維持する上で欠かせないも
のです。これらには Thomson Reuters の社名、ロゴ、著作権、
特許、商標、サービスマーク、企業秘密、工程、改革、コンテン
ツ、ソフトウェア、著作者人格権が含まれます。 こういった当社
財産やサードパーティーの財産を保護することは極めて重要で
す。

Thomson Reuters の知的財産

•	Thomson Reuters の社員である間は、皆さんの作成した知的
財産、あるいは Thomson Reuters のリソースを使用して作成
した知的財産は (Thomson Reuters の事業利益に関係して
いる限り) Thomson Reuters の所有となります。 出版、文書、
ソフトウェア、創作物その他著述作品などの作成物を社員が
Thomson Reuters に雇用されている間に作成することがあり
ますが、これらは専権的に当社に帰属します。 

»» また、時として、社員は職務の一環として、あるいは 
Thomson Reuters での雇用に関連して入手可能な情報や
資産を使って、さもなければ雇用期間中に、方法、工程、シ
ステム、その他の特許取得可能な発明を考案、発見、開発
することがあるでしょう。 当社はこうした発明を特許で保
護したいと考えているので、これらをただちに Thomson 
Reuters に開示することが非常に重要です。 発明にはま
た、改善、デザイン、アイデア、技術、プログラムその他が含
まれます。 

»» 法律で認められている範囲において、特許取得できるかど
うかまたは著作権、商標、企業秘密で保護されるかどうか
に関わらず、これらの知的財産はすべてThomson Reuters
の所有となります。 該当法または規制により社員がその
知的財産の所有者と見なされる場合、社員は所有権を 
Thomson Reuters に譲渡することに同意します。

»» Thomson Reuters で雇用されている間に、または 
Thomson Reuters の事業権益に関連して皆さんが創造あ

るいは作成した作品その他の事項およびすべての知的財
産、またそれらに関係する適用法あるいは規制の下で、皆さ
んが有しているであろうすべての道徳的権利は、Thomson 
Reuters のために不可逆的に放棄することになります。該当
法で許可されている場合、契約業者や代理店等によって考
案された知的財産は、職務著作として、あるいは譲渡によ
り、雇用者である Thomson Reuters の所有物となります。

•	Thomson Reuters の著作権、特許、商標、サービスマークそ
の他知的財産の無断使用については、直属上司または所属事
業部を担当する Thomson Reuters 弁護士に報告しなければ
なりません。

•	Thomson Reuters の資料、情報、商品、サービス、および、公
的に配布、流通する意図のあるその他文書または商品には、
すべて著作権表示を付けるようにします。

サードパーティーの知的財産 – サードパーティーの著作権、特
許、商標、サービスマークその他知的財産を使用するに当たっ
ては、必ず文書での許可を取り付けます。 他人が所有する知
的財産を使用したい場合、または、使用する必要が生じた場
合、その資産を使用するライセンスを取得するか、その資産の所
有権を買い取ります。

著作権保護がかかった資料は、会社が所有者から書面の許可
を取り付け、複製、出版が法的に認められるまで、複写も出版も
してはなりません。

サードパーティーのソフトウェアまたは関連文書は、オープンソ
ースのソフトウェアと同様に、ライセンス契約による複製・配布
の許可と、Thomson Reuters の権利を毀損しないことを確認す
ることなしに、複写も配布もしてはなりません。

一部の Thomson Reuters の事業にはサードパーティーの有す
る権利を使用する際のコンプライアンスを監視するグループま
たは部門があります。 誰に相談したらいいのか判断に迷う場
合は、所属事業部担当のThomson Reuters 弁護士に相談して
ください。

知的財産
Thomson Reuters が所有するすべての知的財産を保護し、他社の権利も尊重
する。
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Q:	新規顧客との契約に目
を通していますが、自分
に署名する権限があるの
か確信がなく、また一部
の条項は理解できませ
ん。 誰に連絡するべき
でしょうか？

A:	 署名できるかどうかを判
断するには自分のコント
ローラー(またはコントロ
ーラーに類似した役員)

または契約部/契約管理
部に、契約または条項の
解釈に関する助言につい
ては所属事業部担当の
Thomson Reuters 顧問
弁護士に相談してくださ
い。

企業の契約は取引関係を取り締まるものです。 契約を取り締
まる法律および規制は数多くあり難解であるため、Thomson 
Reuters が締結する契約、または Thomson Reuters を代表し
て締結する契約については、すべて適切なレベルの見直しと承
認が実行されることを確実にするポリシーと手続が定められて
います。

ですから、Thomson Reuters を代表して契約や合意書を交わ
す社員は、その締結前に、当社ポリシーが規定する法的確認作
業を含む適切な権限を得るようにしてください。 サードパーテ
ィーベンダーおよびサプライヤーとの契約や合意については調
達部門に確認しなければなりません。

顧客、サプライヤー、ベンダーとの間で承認されていない「補足
文書」を交わしてはなりません。 これらは未公開、未承認の文
書、電子メール、ファックス、口頭による約束で、標準の契約条
件から外れるものを意味します。 未承認の補足文書は、実行
不可能な項目を、Thomson Reuters が履行するよう拘束する恐
れがあり、Thomson Reuters に不要な責任を負わせる可能性
があります。 未承認、未公開の補足文書の例をすべて網羅す
ることはできませんが、以下にその数例を示します:

•	契約期間が切れる前に顧客に契約終了を可能にする「早期終
了許可」;

•	顧客が特定の業績やマイルストンを達成することを保証また
は不測事態とすること;

•	契約条件と相反するすべての内容、特に支払い条件に関する
もの;

•	Thomson Reuters が提供できない、あるいは提供する意志
がない商品やサービスを提供する約束; または

•	商品やサービスの無料提供または割引提供。

契約上の権限
権限が与えられていない限り、Thomson Reuters を代表して契約を締結しな
い。
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社員が贈り物、食事、優待、接待などを交換する場合は、特定
のガイドラインに従うことが必要です。 当社が製品やサービ
スをベンダー、サプライヤー、コンサルタントその他から購入す
る際には、品質、価格、信頼性などの基準に基づいて決定しま
す。 贈り物の授受および接待は客観性と判断に影響を与える
可能性があり、極端な例では贈賄・汚職防止法の違反となる場
合があります。

許容される贈り物、食事、優待、接待 – 贈り物、食事、優待、接
待は以下の条件を満たせば許容され、本規範の範囲内です：

•	回数が頻繁でなく、自分の職務に照らして過度に高額のもの
でない;

•	適用法・規制を順守し、通常の商慣習または儀礼から逸脱し
ない;

•	贈り主に義理を感じるほどのものではない;

•	現金を含まない;

•	  公に明らかになっても、Thomson Reuters や贈り物を受けた
人、または、与えた人の名誉を汚さない; および

•	所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士から事前の承認
を受けていない限り、いかなる国の政府職員とも絶対に贈り
物のやり取りをしない。Thomson Reuters の顧客には公的機
関や大学関係者も含み、政府職員と見なされる人々もいるこ
とに注意してください。

「過剰でない」という言葉を考え得るあらゆる事例について定
義することは不可能なので、皆さんの良識で各状況を判断して
ください。定かでない場合は、上司、人事担当者または所属部
門担当の Thomson Reuters 弁護士に相談してください。 

すべての場合に、顧客自身のポリシー、ガイドラインがある場
合が多く、こうしたポリシーとガイドラインの違反となると知っ
ている、あるいはその疑いがある場合は、贈り物、食事、優待、
接待をしてはなりません。また、事業部によってはより厳格な贈
り物ポリシーを設定している場合があり、自分に適用される最
も厳格なポリシーを順守しなければならないことも忘れてはな
りません。

贈り物、接待、または金銭の授受
贈り物の授受は最善の判断で行う。



贈り物の例 – 以下は、一般に授受が許可されている贈り物の
例です:

•	会社やブランドのロゴ入りの販促製品;

•	業界のコンファレンスなどで無作為に受け取る富くじやコンテ
ストの賞品;

•	地元のスポーツ大会や文化的イベントのチケット;

•	商談中の妥当な価格の食事や接待;

•	結婚式や誕生日などに日頃の感謝の気持ちを示すための慎
ましい贈り物; および

•	小額の季節の贈答品。

贈り物に関する注意 – 贈り物を受け取ってよいか、または贈っ
てよいか迷う場合、以下の質問を自問してみると判断の助けと
なります: 贈り物の意図は何か？

•	贈り物の意図は何か？

•	同僚や同レベルの役職にある社員がその贈り物について知っ
た場合、自分が困ったことにならないか？

•	贈り物のやりとりはオフィスで行われたか、それとも他の人々
に知られないよう別の場所で行われたか？

•	贈答品を贈る場合、相手の会社に贈り物を受け取ることを
禁止しているポリシーがあるか？ 定かでない場合は、確認す
る。

•	適切と言えるか？ そうでなければ受け取らず、贈らず、または
事前にガイダンスを求めてください。

国によっては贈り物を返したり拒絶したりすると失礼に当たる
場合があります。 そのような状況では、Thomson Reuters を
代表していったん贈り物を受け取り、上司に報告した上でどの
ように対処するか指示を仰いでください。

上記のガイドラインから外れた贈り物、食事、優待、接待の授
受を希望する、またはそれに関して質問がある場合は、あらか
じめ所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士の指示を仰
いでください。詳細については、イントラネットの「反贈賄およ
び汚職防止ポリシー」と「贈答、出張および接待に関するガイ
ドライン」を参照してください。

贈り物、接待、または金銭の授受
贈り物の授受は最善の判断で行う。

Q: 	サプライヤーからゴルフ
と、その後のレストラン
での食事に招待されま
した。招待を受けても構
いませんか？ 

A: 	招待が通常の節度のあ
る営業接待で、高額では
なく、関係を改善および
強化することが目的で
ある限り、受けてもかま
いません。

Q: 	贈り物に関する規則や
規制はどの政府組織で
あっても同じですか？

A: 	規則・規制は、それぞれ
の国で、連邦、州、地方
政府の各機関によって

様々です。 質問がある
場合は、所属事業部担
当の Thomson Reuters 
弁護士に問い合わせて
ください。
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Q: 	政府の契約を確保する
ために、我々の補佐役と
して現地のエージェント
を雇いました。案件を担
当している政府の職員
に不正な支払いなど、我
々は決してしませんが、
そのエージェントが何を
するかまでは分かりませ
ん。エージェントの行為
が Thomson Reuters を
トラブルに巻き込むこと
があり得ますか？

A: 	はい。我が社がある個
人または会社に支払い

をし、その者が今度は
その支払いの一部また
は全額を政府の職員に
提供すれば、Thomson 
Reuters に責任があるこ
とになります。 エージェ
ントやその他仲介者と
仕事をする際には、その
者たちの身元調査をし
っかり実施し、また、 不
正な支払いを Thomson 
Reuters のために行わな
い旨の契約を確実に結
ぶことが大切です。 エ
ージェントやその他の仲
介者と仕事をする際に

は、所属事業部担当の 
Thomson Reuters 弁護
士に相談するようにして
ください。

Q:  重要なプロジェクトのた
めに国境を越えてある
国に入国する際、税関
吏がセキュリティの理由
で私のラップトップ・コン
ピュータを検査する必
要があると言います。現
金100ドルの「手配料」
を払わなければ、手続き
に4日掛かると主張しま

す。支払ってもいいでし
ょうか？

A:	 いいえ。これは便宜を図
ってもらうための支払と
見なされる可能性もあ
り、従って一部の法律ま
たは規制の下では合法
ですが、そのような支払
は Thomson Reuters の
ポリシーに反します。疑
念がある場合は、所属
事業部担当のThomson 
Reuters 弁護士に相談し
てください。

賄賂や不適切な支払いや贈り物 – 当社のポリシー、また当社
がビジネスを行うほとんどの国の法律および規制では、個人、
企業、政府役人の決定に対し、会社またはあなた個人に有利、
または不正に影響を及ぼす目的で支払いを行うこと、またその
ような行為に関与することを禁止しています。同様に、あなた
や他人の決定に影響を及ぼす可能性のある賄賂、寄付、贈り
物、優待などの他の支払いを求める、そそのかす、実際に受け
るなどの行為は禁じられています。ある国で賄賂と見なされる
ものが他の国で同じように受け取られるとは限らないため、社
員には本規範に忠実に従うことが要求されます。贈賄その他
の不正な支払、贈答には多くの形式があり、その一部を以下に
挙げますがこれらに限定されません:

•	直接的な現金支払い;

•	キックバック;

•	説明のできない払い戻しや割引き; 

•	なんらかの偽装経費に対する請求書; または

•	個人的な使用のための過度の物品および優待。

便宜を図ってもらうための支払い –「便宜を図ってもらうため
の支払い」 (ビザまたはその他政府関連書類の処理、自由裁量
のきかない認可取得、電話もしくは電力サービスの提供、その
他類似の日常的処理業務で、便宜を図ってもらうために政府職
員または関係者に提供する小額の支払いのこと) は、一部の国
の法律では許されています。とはいえ、多くの国では、その汚職
防止法にこのような例外は設けていません。Thomson Reuters
では社員および代表者による、便宜を図ってもらうための支払
を禁じています。そのような支払を求められた場合は、拒否し
なければなりません。

その支払いをすることが、合法的な Thomson Reuters の業務
目標を達成するために必要であると思われるが、適用法規や
この規範によりその支払いが許可されているか疑いがある場
合、所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士に連絡を取っ
てください。連絡することなしにそのような支払いをすること
は、Thomson Reuters ポリシー違反となり、解雇を含む懲戒処
分の対象となります。

詳細については、イントラネットの「反贈賄および汚職防止ポリ
シー」と「贈答、出張および接待に関するガイドライン」を参照
してください。

贈り物、接待、または金銭の授受 
直接間接を問わず、企業や政府の代表者に対し無許可の支払いをしないこと。
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 Q:  �今度業界フェアに出る
のですが、そこで多分、
主な競合会社の自分と
「同じ地位」の人間に
も会うと思います。競
合会社と当社が共に
別の会社と新しいサー
ビス契約を入札する計
画をしているという噂
を耳にしました。その
人物に話してもいいで
すか？

A:	 構わないかもしれませ
ん。ただ、契約を結ぼう
としているあるいは価格
設定のような重要な情
報を話してなりません。
価格設定、費用といっ
た事柄が付随する競合
他社と会話をする前に、
まず所属事業部担当の
Thomson Reuters 弁護
士に相談してください。
コンファレンスにおける

立ち話でも(単なる一方
から他方への情報提供
でも、他方がその情報を
基に行動を起こせる場
合も含め)独占禁止法ま
たは競争法・規制違反と
なる可能性があります。 

当社は公正でオープンな競争を尊重しており、当社の成功はある
程度価格競争力のある高品質な商品とサービスを提供する能力
に掛かっています。 当社は激しく競争する一方で、事業を展開す
る各地で適用される独占禁止法、競争法および規制を順守してい
ます。

競合他社とのやりとり – 独占禁止法または競争法は複雑を極め、
違法と判断される規制対象も広範にわたります。同法では、競争
を限定・抑制するような合意を競合他社や顧客と交わすことや、
そのような情報を交換することを禁止しています。これは、競合他
社と以下のような協議や合意を決して行ってならないことを意味
します:

•	価格操作;

•	価格、利益率、コスト、販売条件、信用条件、顧客、販促活動、割
引、マーケティング計画や戦略計画、その他競争に関する事柄に
ついて機密情報を分かち合うこと;

•	営業機会や販売区域の分割;

•	互いの顧客の勧誘自粛;

•	特定の商品やサービスの提供中止;

•	特定の顧客への販売やサービス提供の中止;

•	競争入札プロセスの不正操作; または

•	特定のサプライヤーやベンダーのボイコット。

独占禁止法に抵触する内容について競争相手から話を持ちかけら
れた場合は、そうしたことは話し合えないと伝えてください。それで
も相手がその話を続けようとする場合は、話し合いを打ち切る必
要があります。業界の会合、トレードショー、同業組合のイベント
や会議などに出席して、競合他社と非公式の話し合いをする機会
があった場合は、話の内容はできるだけ非公式に留め、上った話
題についてはすべてメモしておくと良いでしょう。共謀して独占禁

止法および規制に違反したと判断される基準はきわめて広く、競
合各社が一度も顔を合わせたり言葉を交わしたりしたことがなく
ても、競争上の情報を交わせば（たとえこうした情報を受け取るの
み、つまり一方向の情報の流れも当てはまります）、違法な行為と
なり得る危険性があります。独占禁止法に違反する行為は、書面に
よる合意書などでそれを裏付ける必要はなく、個人または組織の
行いも根拠となり得ます。競合他社または潜在的競合社と話をす
るときは極力注意を払うのが賢明といえます。

契約および業務内容によっては法的なガイダンスを受ける – 業務
の一環として、当社では顧客、サプライヤー、ディストリビューター
と契約の交渉が必要です。ただし、これらの契約が独占禁止法に
関する問題を提起することがあります。特に以下のような場合につ
いては、所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士の法的助言
を受けてください。

•	競争を排除するまたは不当に妨害するために顧客の価格設定ま
たはライセンシング条件を使用する(価格設定の変更または大幅
な割引など); 

•	商品やサービスをコスト以下の価格で提供する;

•	顧客に他の商品も買ってもらうことを条件に製品、サービスの販
売または割引に条件を付ける; 

•	独占契約、「ロックイン」契約または非競争あるいは互恵契約を
結ぶ; または、

•	顧客、サプライヤーまたは卸売業者を差別し(不平等な価格設定
および/または商品、サービスへのアクセスなど)、こうした不平等
な扱いが競争を阻害する可能性がある。

独占禁止法、競争法および規制は複雑を極め、多くの例外および
該当要件に関する規定があり、国によって著しく異なるため、反競
争的と見なされる可能性のある活動を行うときは、事前に所属事
業部担当の Thomson Reuters 弁護士の指示を仰いでください。 

公正競争、独占禁止法および競合他社の情報
十分に注意し、独占禁止と競争法の違反を避けてください。 

32
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当社商品およびサービスのマーケティング – 顧客、サプライヤ
ー、競合他社、株主に対しても公正に対応します。マーケティン
グや広告などで他社の商品と優劣を比較することは一般的に
認められていますが、競合他社の製品・サービスを不正にけな
したり、批判したりする行為は避けるべきです。当社は顧客の
期待を上回るよう全力を尽くしていますが、製品・サービスや事
業の入手可能性、適合性、品質や性能についての表明は、正直
かつ事実に基づいたもののみとします。

競合他社に関する情報収集 – Thomson Reuters が継続的に
成功を収めていくためには競合他社を理解する必要がありま
す。従って、合法的な情報収集(当社の競合情報収集のガイド
ラインに沿って行う)は重要な業務の一部です。しかし、違法ま
たは反倫理的な方法で競合他社の情報を入手してはなりませ
ん。疑わしい状況で競合他社に関するデータまたは情報を受
領あるいは提供された場合は、それを配布してはなりません。
自分または上司が 所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護
士に相談しなければなりません。競合他社の製品またはサー
ビスにアクセスする際は自分の身分や勤務先を偽ってはなりま
せん。契約条項またはサードパーティーの知的財産権に違反す
る、あるいは競合他社の情報を収集するために、顧客またはサ
ードパーティーをそのようにするよう仕向けてはなりません。競
合情報の収集または利用の前に、当社の「競合情報収集ガイ
ドライン」(イントラネットで閲覧可能)をよく理解してください。
このガイドラインの適用について質問がある場合は、所属事業
部担当の Thomson Reuters 弁護士に相談してください。

公正競争、独占禁止法および競合他社の情報
他社と公正に競争、取引し、競争的情報を合法的に収集する。

Q:	以前の勤務先からサー
ドパーティーのサービス
にアクセスできる自分の
アクセスIDを付与されて
おり、それはまだ使えま
す。同僚に使わせても構
いませんか？

A:	 サードパーティーと自
分のIDまたはパスワ
ードを共有してはなら
ず、Thomson Reutersの
目的のために以前の雇
用関係より取得したサ
ービスまたは機密情報
を利用することはできま
せん。 サードパーティー
のサービスの利用には

正当な使用許諾が必要
で、適用されるサードパ
ーティーの契約、知的財
産権を常に順守しなけ
ればなりません。 
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Thomson Reuters は各規範条項について、違反の性質に該当
するものや具体的事実のある違反は、懲戒処分とすることを徹
底しています。 Thomson Reuters の事業を取り締まる法律諸
規制、本規範その他 Thomson Reuters のポリシーや必要とさ
れる条件への準拠に違反した社員は、解雇を含む懲戒処分の
対象になり得るほか、権限の範囲内であれば、法的手段に訴え
ることもあります。

Thomson Reuters の事業単位によっては、本規範とは異なっ
た独自の懲戒処分ポリシーを備えているところもあります。本
規範と自分の業務に適用される補足的なポリシーもしくは法
律や規制との間に相違がある場合は、最も厳しい基準に従う
ようにしてください。

規範違反に対する懲戒処分
規約に違反すると相応の結果を招くことになります。
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本規範は、あなたやあなたの同僚の行動と判断に関するガイド
ラインです。もしもあなたや他の誰かが本規範に違反する行動
をとっていると思われる場合は、速やかに報告する義務があり
ます。 報告方法は以下から選択できます。 最も利用しやすい
方法で報告してください。 重要なことは必要な指示を受ける
こと、懸念を報告すること、質問への回答を得ることです。

自身による報告 – 懸念事項や違反行為、違反の可能性がある
行為を報告する際は、自分の氏名を名乗ることが奨励されま
す。多くの場合、報告先は直属の上司や監督者、人事担当者ま
たは所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士です。これら
の人々があなたの疑問に直接対処することもあれば、ふさわし
い照会先に回すこともあります。ハラスメントや差別など職場
環境に関する問題は、極力上司または人事に相談することを奨
励します。

機密、匿名報告 – 当社では、懸念事項や実質的、潜在的違反
を匿名および機密扱いで報告できるホットラインを設けていま
す。このシステムは、例えば、上司や監督者には報告しにくい問
題、あるいは上司や監督者の行動について報告する場合など
に適しています。社員は、電話または電子メールで、匿名かつ秘
密を守る形で違反の報告や苦情を訴えて、情報やアドバイス、
提案を受けることができます。機密は可能な限り最大限保持
され、情報は「知る必要」に基づいてのみ共有され、適当な再
調査を行う必要と首尾一貫しなくてはなりません。

•	電話。当社では社員用の電話番号 (Thomson Reuters業務遂
行および倫理ホットライン) を設けています:「役に立つ連絡
先」の項目を参照してください。ホットラインは、着信者の番
号を識別または逆探知できるコーラーID、録音機器、その他
の装置を備えていません。

•	電子メール。ホットラインにはethics@thomsonreuters.com
への電子メールで連絡することができます。 電子メールは会
社、自宅のいずれの場合も、匿名にはできませんが、あなた
の身元を明かさないように要請することができます。 

•	ウェブ。ウェブ形式を利用してオンラインで報告することもで
きます。 報告の処理や、当該の Thomson Reuters の担当者
への上申はホットラインに電話するときと同じです。オンライ
ンで報告する場合は、匿名にしておくこともできます。 詳細
についてはイントラネットのホットラインのページをご覧くだ
さい。

懸念の内容が会計、監査、詐欺、または類似の事項である場合
を除き、現地の法律、諸規制により、ホットラインへの報告を制
限もしくは禁止していることもありますので、ご注意ください。 
ホットラインへの報告にこのような特別の手順を踏む必要のあ
る国で勤務しており、内容が会計、監査、詐欺、または類似の
事項ではない（例えば、職場環境に関する問題など）懸念や疑
問を抱いている場合には、上司や監督者、職場の人事部門担当
者、または所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士に相談
してください。Thomson Reuters では、ホットライン報告の特
別手順の対象となる国で勤務している社員に対しては、対応方
法を助言します。

懸念事項や違反に関する報告方法と質問
不確かな状況に遭遇した場合は、指示を仰ぐ。非倫理的行為や違法行為の報告、
および、質問は速やかに行う。
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報告と苦情の処理 – 直属上司や監督者、人事部、所属事業部
担当の Thomson Reuters 弁護士と接触したり、ホットラインを
利用したりした後、あなたの報告は、次のように処理されます:

•	質問、報告、苦情を重要なものとして扱う;

•	質問や懸念事項に関する情報を集める;

•	質問、報告、苦情を適切な担当部署に転送し、適切な処置を
施す;

•	機密性は、その後の適宜の調査も含め、できる限り保たれる;

•	会計、内部会計処理、詐欺に関連する苦情や懸念事項
は、Thomson Reuters 監査委員会、法務顧問、コーポレート 
コンプライアンス、監査部門、その他同監査委員会が適当と
判断した担当者などの監督のもとに、確認作業がなされる;

•	社員には、違反行為や違反の可能性がある行為、苦情に関連
した調査に協力し、調査に対しては正直で積極的な態度で臨
む義務がある; および

•	権限のある範囲内で迅速かつ適切なる是正手段や懲戒処分
が講じられる。

報告と苦情、調査内容の保管 – コーポレートコンプライアンス
と監査部門では、会計、社内会計管理、詐欺に関連するすべて
の報告と苦情を記録し、報告の受理、調査、是正が行われてい
るかの追跡を行い、監査委員会向けに定期的にまとめた文書
を準備します。その他の報告、苦情に関する情報は人事部およ
び法務部/コンプライアンスが適宜管理します。

報復の禁止 – あなたが適切な判断で非倫理的と考えた行為
や、法律、本規範、その他ポリシーに違反している行為に関し
て情報を提供した場合、会社があなたを解雇、降格、停職処分
にするようなことはありません。同様のことが公的な調査に関
連して情報提供した場合にも言えます。しかし、誠実な信念や
情報の正確さに欠ける訴えを起こした社員、または、故意に虚
偽の情報を提供した社員に対して、会社は懲戒する権利を留
保します。ただし「誠意」とは、あなたが正しいかどうかではな
く、真実に基づいて情報を提供していることに確信があるかと
いうことを意味します。自分が不当または不法に報復されてい
ると思われる場合は、ただちに上司や監督者、人事、所属事業
部担当の Thomson Reuters 弁護士、あるいはホットラインに
報告してください。

無実の推定 – 誰かがあなたに関する報告や苦情を申し立てた
場合、調査して違反が確定するまでは、無実と推定されます。

懲戒処分 – 先述の通り、法律、本規範、その他の規則違反は、
解雇や法的処分を含む懲戒を招くこともあります。

調査への協力 – 調査を受けるまたはそれに関連して、インタビ
ューを受ける社員は調査に協力する義務があります。 調査へ
の協力を怠るとは次のような内容が含まれますが、これに限定
されません：不正なまたは誤解を招く情報と知りながら提供す
る、調査期間中に連絡を拒否する、調査に関わる情報と知りな
がらそれを保留または削除する。協力を怠った場合は懲戒処分
となる場合もあり、解雇および/または訴訟を含む処分にまで
至る可能性があります。

免除 – 本規範に対しては、Thomson Reuters 法務顧問室のみ
が免除の権限をもちます。しかし、Thomson Reuters 経営陣や
役員に対しての本規範の免除は、Thomson Reuters 取締役会
または役員会でのみ決定され、法律諸規制や証券取引規則の
規定する範囲内で Thomson Reuters により開示されます。

  懸念事項や違反に関する報告方法と質問 
（続き）
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人事担当者、Thomson Reuters 弁護士、コミュニケーション
担当者

勤務先の人事担当者、所属事業部担当の Thomson Reuters 弁
護士、勤務先のコミュニケーション担当者への連絡方法がわか
らない場合は、当社イントラネットで連絡先を調べることがで
きます。

行動と倫理ホットライン

電子メール: ethics@thomsonreuters.com

電話番号:          �+ (1) 877.373.8837 (米国、カナダ以外は自国か
らの無料電話番号にかけてください)。.

ウェブ: www.compliance-hotline.com/ThomsonReuters.jsp

本社法務部

電子メール: legal@thomsonreuters.com

コーポレート・コンプライアンスと監査部門

電子メール: corporatecompliance@thomsonreuters.com

グローバルセキュリティ

電子メール: globalsecurity@thomsonreuters.com

環境衛生と安全

電子メール: ThomsonReuters.HealthandSafetyDepartment@
ThomsonReuters.com 

情報およびITシステムセキュリティ

securitymatters@thomsonreuters.com

「セキュリティに関する問題」はイントラネットで閲覧できま
す。

記録管理

recordsmanagment@thomsonreuters.com

問合せ先
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注記: 初回の確認はイントラネットで電子的に行われます。コンピューターにアクセスできない場合に限り書面による確認を行って
ください。書面による確認が必要な場合は、人事部の担当者または直属の上司に提出してください。

確認書

Thomson Reuters 行動・倫理規範を受理、読了したこと、ま
た、私に本規範に記載のポリシー、原則および価値を遵守する
義務があると理解し、確認いたします。

また、本確認書のみにおいて雇用契約成立を意味するもので
ないことを理解しています。

氏名:

事業所:

Thomson Reuters 社員 ID:

署名:

日付:
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本規範は社員の皆様への参考資料です。Thomson Reuters 
は、通知の有無に関わらずいかなるときも、本規範およびポ
リシー、手順、制度についてはすべて、全体的または部分的に
改変、差し止め、廃止する権利を留保します。 また Thomson 
Reuters は、本規範およびこれらポリシーを、会社が適当とする
独自の判断により解釈する権利も留保します。

本規範あるいは当社社員によるいかなる声明も、それが口頭に
よるものか文書によるものかに関わらず、社員に対していかな
る権利、特権、恩典も与えることはなく、Thomson Reuters に
おける継続的雇用資格を創設することもなく、労働条件を策
定することもありません。 

さらに、社員各位は現在の雇用が随意雇用であれ正規雇用で
あれ、すでに交わされた雇用関係を本規範が変えるものでは
ないことを理解する必要があります。

www.thomsonreuters.com に掲載されている本規範のオンラ
イン・バージョンには、最新情報が盛り込まれており、紙面バー
ジョンまたは旧バージョンとオンライン・バージョン間で内容に
相違がある場合は、オンライン・バージョンが優先されます。

THOMSON REUTERS

www.thomsonreuters.com

法的条項


